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奈良市報告第２７号

平成３０年度決算に基づく奈良市財政の
健全化判断比率の報告について　　　　

　地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第３条第１項の

規定により、平成３０年度決算に基づく奈良市財政の健全化判断比率を監査委員の意見を

付けて次のとおり報告する。

　　令和元年９月１１日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 奈良市長　　仲　川　元　庸

� （単位：％）

　備考　

　　実質赤字比率及び連結実質赤字比率は、実質赤字額がないため、｢―｣と記載している。

比　率　名
平成 30 年度決算に基づく

健全化判断比率
早期健全化基準

実質赤字比率 ―  11.25

連結実質赤字比率 ―  16.25

実質公債費比率（３か年平均）  11.9 25.0

将来負担比率 153.0 350.0
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奈良市報告第２８号

平成３０年度決算に基づく奈良市公営企業の
資金不足比率の報告について　　　　　　　

　地方公共団体の財政の健全化に関する法律 ( 平成１９年法律第９４号 ) 第２２条第１項

の規定により、平成３０年度決算に基づく奈良市公営企業の資金不足比率を監査委員の意

見を付けて次のとおり報告する。

　　令和元年９月１１日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 奈良市長　　仲　川　元　庸

� （単位：％）

　備考　

　�　資金不足比率は、資金不足額がないため、「―」と記載している。

会計の名称
平成 30 年度決算に
基づく資金不足比率

経営健全化基準

法
適
用

水道事業会計 ―

20.0下水道事業会計 ―

病院事業会計 ―
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奈良市報告第４３号

奈良市第４次総合計画の基本計画に係る実施状況（平成２８年度～
平成３０年度）及び実施計画（令和元年度～令和２年度）の報告に
ついて　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　奈良市第４次総合計画の基本計画に係る実施状況（平成２８年度～平成３０年度）及び

実施計画（令和元年度～令和２年度）について、奈良市行政に係る基本的な計画の議決等

に関する条例（平成２２年奈良市条例第２０号）第５条第１項及び第２項の規定により、

次のとおり報告する。

　　令和元年９月１１日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 奈良市長　　仲　川　元　庸

１�　奈良市第４次総合計画【後期基本計画】実施状況（平成２８年度～平成３０年度）及

び実施計画（令和元年度～令和２年度）（別冊）
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奈良市報告第４４号

使用料の徴収に関する処分等についての
審査請求に係る報告について　　　　　

　使用料の徴収に関する処分等について行われた行政不服審査法第２条の規定による審査

請求に対し、次のとおり却下したので、地方自治法第２２９条第４項及び第２３１条の３

第９項の規定により報告する。

　　令和元年９月１１日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

第１　審査請求年月日　

　　　平成３０年１２月４日及び１２月１２日

第２　主文　

　　　本件各審査請求を却下する。

第３　事実及び意見の理由

　１　事案の概要

　　�　処分庁は、審査請求人に対し、平成３０年９月５日付けで、審査請求人が納付すべ

き平成３０年７月分水道料金・下水道使用料の納入通知書を、平成３０年９月３０日

を納期限として送付した。

　　�　処分庁は、審査請求人が平成３０年６月分水道料金・下水道使用料を納期限までに

納入しなかったことから、審査請求人に対し、平成３０年９月１２日付けで、平成

３０年９月３０日を納期限として、平成３０年６月分水道料金・下水道使用料督促状

を送付した。

　　�　処分庁は、審査請求人による、平成３０年１０月９日付けの、平成２９年３月分及

び４月分の水道料金・下水道使用料の支払猶予申請に対して、平成３０年１０月１８

日付けで、水道料金・下水道使用料のそれぞれについて、不承認通知書を送付した。

　　�　これら本件処分等を不服として、審査請求人が本件各審査請求を提起したものであ

る。
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　２　本件各審査請求に至る経緯

　　⑴　前件裁判

　　　�　審査請求人により平成１３年９月１８日付けでなされた平成１３年度水道料金免

除申請を、処分庁が平成１３年１１月１６日付けで却下（以下「１３年却下」とい

　　　�う。）したところ、審査請求人は、不服申立てを経て、奈良市を相手方として、

１３年却下の取消しを求める訴えを奈良地方裁判所に提起した。その後、奈良地方

裁判所がこれを棄却する判決を下したところ審査請求人が大阪高等裁判所へ控訴し、

大阪高等裁判所は、平成１５年１１月１２日、１３年却下が処分性を有することを

前提に、奈良市行政手続条例（平成１１年奈良市条例第１９号。以下「行手条例」

という。）第８条第１項に定める、申請に対する拒否処分に当たって提示すべき理

由の不備という手続上の違法があるとして、これを取り消すものとする判決を下し

た。そして、平成１７年１２月９日、奈良市による上告受理申立てを不受理とする

最高裁判所の決定がなされ、１３年却下の取消請求の認容判決が確定した（以下

「前件裁判」という。）。

　　⑵　奈良市長藤原昭（当時）による依頼

　　　�　前件裁判の後、処分庁は、処分理由の記載に変更を加えた上、平成１８年１月１

　　　�２日付けで、再度審査請求人に係る平成１３年度水道料金減免申請を却下した。審

査請求人は、これを不服として、この却下処分の取消し、水道料金の免除承認及び

慰謝料の支払を求めて審査請求を行った。

　　　�　この審査請求については、申立てのうち処分の取消しを認容し、その余を棄却な

いし却下するという裁決がなされたものの、その後奈良市長藤原昭（当時）から処

分庁に対して、平成２１年３月３１日付けで、審査請求人の水道料金免除申請を承

認し、審査請求人世帯への救済措置を講ずべきであるとする依頼文書が出されたこ

ともあり、処分庁は、平成２１年５月７日付けで、審査請求人に係る平成２１年２

月分までの水道料金の免除を承認した（以下「２１年承認」という。）。

　　⑶　審査請求人による度重なる免除理由説明

　　　�　２１年承認の前後から、審査請求人は、審査請求人が支払義務を負う使用料その

他の徴収金に関する事務を担当する部署等に赴き、これらの部署の管理職に対して、

その異動による人員の交代がある都度、審査請求人の世帯に係る徴収金を免除すべ

き理由の説明を繰り返し行っていた。
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　　　�　その説明は、審査請求人が前件裁判における記録及び関連する経緯をまとめた大

部の資料を持参し、半日程度の時間をかけてその資料を提示しつつ行われていた。

　　　�　審査請求人が説明する免除理由の要旨は、「奈良市は審査請求人に対して、平成

１１年ころから、審査請求人の世帯の生活困窮という事由にもかかわらず、審査請

求人に対する各種料金の減免を認めず、その料金の違法不当な取立て行為や減免措

置に関する虚偽説明を繰り返してきた。これに対して審査請求人は不服申立てや訴

訟により争ってきたが、奈良市は審査請求人の主張を認めず、そのためにこれらの

争訟はいたずらに長期化し、そのせいで審査請求人は訴訟等の対応に注力せざるを

得ず、就労の機会を喪失するなどの多大な損失を被った。前件裁判により減免措置

に関する奈良市の違法性が明らかとなり、それに伴い奈良市は審査請求人に対して、

従前の違法不当な取立て行為及び虚偽説明並びに減免の拒否それ自体により審査請

求人に与えた、就労及び生活再建の機会の喪失等の損害を理由として、審査請求人

に対する各種徴収金を免除する義務を負うこととなった。」というものである。

　　⑷　奈良市が審査請求人に対して多数の減免措置を講じてきたこと

　　　�　審査請求人による度重なる免除理由説明を受けて、奈良市は、おおむね平成２１

年以降、下水道使用料、国民健康保険料及び一部負担金、健康診断費、印鑑証明及

び住民票の発行手数料並びに固定資産税等について、審査請求人が毎年又は費用の

発生する都度提出する、審査請求人の主張する免除理由を記載したほぼ同じ内容の

理由書に基づき、支払の免除を認めてきた。

　　　�　また、水道料金については、平成２１年以降は、そもそも支払請求自体がなされ

ていなかった。審査請求人は、水道料金に限らず各種料金の免除が、毎年免除申請

をせずとも自動継続してなされるべきことにつき、免除を行うこと自体と同様の理

由に基づく必要な措置であると説明していた。

　　⑸　平成２９年度の措置に関する審査請求人の説明

　　　�　奈良市は審査請求人に対して、平成２９年６月５日付けで、今後の審査請求人に

対する各種免除措置の取扱いを他の市民と同様の基準で適正に行っていくものとす

る旨の通知（以下「２９年通知」という。）を発した。これを受けて、審査請求人

は、改めて奈良市の各部署に赴き、これまでどおりの各種の免除措置を講じるべき

ことを主張し、その理由として、これまで審査請求人が各部署に対して繰り返して

きた説明に加え、「前件裁判の結果、奈良市は審査請求人に対して損害賠償責任を
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負うこととなったが、その賠償額は、当時の生活保護の基準額に照らして、おおむ

ね２０００万円ほどにも上るものである。そして、審査請求人と奈良市とが、この

奈良市の違法行為に対する「償い」の方法について協議を継続した結果、審査請求

人が奈良市に対してこの「償い」に係る国家賠償請求訴訟を提起しないことと引換

えに、審査請求人及びその世帯員が奈良市に対して支払うべき公租公課、使用料及

び手数料その他の金銭負担につき、今後審査請求人及びその世帯員が存命の限り免

除されるものとの合意が成立した。」ということを述べ立てた。この主張内容が、

本件各審査請求に至るまで審査請求人が主張するところの「奈良市の償い」及びそ

れに関する合意に当たるものである。

　　　�　これらの主張を行うために審査請求人が奈良市の各部署に赴く頻度は、多いとき

には連日の場合を含め、週に複数回となることもあり、説明及び応対の１回当たり

の時間は、数十分から５時間程度に及ぶこともあった。

　　　�　また、この説明及び応対の際に、録音等の記録を行うことや、既に奈良市職員ら

が説明を尽くした後にも審査請求人が対応を強要するなどして対応が長時間に及ぶ

場合に、対応を打ち切り審査請求人の退席を求めるなどのやりとりについて、審査

請求人と奈良市職員との間で対立が生じる場面も多くあった。

　　⑹　本件処分等に先んじてなされた処分及び審査請求

　　　�　処分庁は、審査請求人が平成２９年４月１８日付けで行った平成２９年度下水道

使用料免除申請を受けて、平成２９年６月２７日、審査請求人に対し平成２９年度

下水道使用料免除不承認処分を行ったが、審査請求人はこれを不服として同処分及

び同処分の日以降に行われた水道料金・下水道使用料納入通知・督促処分の取消し

等を求めて、平成２９年９月２６日に審査請求（以下「前件審査請求」という。）

を行った。

　　　�　前件審査請求については、弁明書、反論書及び再反論書の提出並びに口頭意見陳

述の実施等の審理手続を経て、平成３０年６月２８日、棄却裁決がなされた。

　　　�　その後、審査請求人は、平成３０年７月１０日に平成３０年度固定資産税免除不

承認処分の取消し又は変更を求める審査請求を行ったことを皮切りに、水道料金・

下水道使用料督促処分、固定資産税督促処分及び証明書手数料免除不承認処分につ

いての審査請求等、本件各審査請求に係る審理手続の終結時点に至るまで（平成３

　　　�０年７月１０日から平成３１年４月１２日までの間）に、審査庁に対して、３７件

－ 6－ － 7－



の審査請求を提起している。これらのうちには、処分庁が平成３０年４月２６日に

　　　�行った、平成３０年度下水道使用料免除不承認処分（以下「３０年処分」という。）

の取消し又は変更を求める審査請求（平成３０年度第６号請求）も含まれている。

　　　�　以上の他、審査請求人は、奈良市長が行った介護保険料免除申請不承認処分及び

国民健康保険料免除申請不承認処分等について、奈良県に対して、５件の審査請求

を行っている。

　　　�　これらの審査請求における審査請求人の主張は、上述の「奈良市の償い」及びそ

れに関する合意の成立を主たる理由とするものである他、審査請求人の意に沿った

対応を行わなかった職員の氏名を摘示し、誹謗中傷を重ねて個人攻撃を加えるとい

う点についても、後述する本件各審査請求における審査請求人の主張と同様のもの

であった。

　３　審査請求人の主張の要旨

　　�　３０年処分は、処分庁に属する特定の無知無能な職員による事実の捏造という犯罪

的行為、並びにそれらの悪党、極悪人に加担する他の特定職員の暴挙・妄動、及び同

じくそれらの悪党、極悪人に隷属する偽善者である他の特定職員による審査請求人の

欺罔といった、ヤクザ組織と化した奈良市による審査請求人の権利侵害となる犯罪的

行為により、「奈良市の償い」及びこれに基づく合意を無視してなされた違法なもの

であり、かつ行手条例第８条第１項に規定する申請に対する拒否処分に当たって求め

られる処分理由の提示がなされていないという点でも違法であって、したがって３０

年処分の後続処分である本件処分等も違法なものである。

　　�　また、水道料金支払猶予申請不承認処分及び下水道使用料支払猶予申請不承認処分

については、行手条例第８条第１項に規定する理由の提示がなされていない違法があ

る。

　４　処分庁の主張の要旨

　　⑴　本案前の主張

　　　�　審査請求人の主張は、何ら正当な根拠に基づくものではなく、また処分庁職員ら

を誹謗中傷する不当なものでもあり、さらには審査請求人が本件各審査請求と同様

の審査請求を大量かつ執拗に反復提起しているといった状況に鑑みると、本件各審

査請求の本案に係る審理手続を行うことは、本来の住民福祉に傾注されるべき職員

の公務を妨げ、職員に対する誹謗中傷を許すのみで有害無益であることから、本件
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各審査請求は審査請求権の濫用であって、審査請求の利益を欠くものとして、却下

されるべきである。

　　　�　なお、水道料金債権は私法上の契約である給水契約によって発生する私債権であ

　　　�って、これに関する処分性は認められないことから、水道処分等は審査請求の対象

とならず、本件各審査請求のうち、水道処分等を対象とするものについては当然に

却下されるべきである。

　　⑵　本案の主張

　　　�　３０年処分は何ら違法なものではないが、仮に違法であったとしても、それによ

　　　�って平成３０年度分下水道使用料を免除する効果が発生するものではないから、下

水道処分等の効果に影響するものではない。

　　　�　また、下水道使用料支払猶予申請不承認処分については、根拠規定を特定して不

承認の理由を具体的に記載しており、行手条例第８条第１項に違反するものではな

い。

　　　�　したがって、審査請求人の主張は失当であり、下水道処分等は根拠規定に基づき

適正になされており何ら違法な点はない。

　５　本件各審査請求の争点

　　⑴　本案前の争点

　　　ア　審査請求権の濫用

　　　　　本件各審査請求が審査請求権の濫用にあたり、不適法であるかが争点となる。

　　　イ　水道処分等の処分性の有無

　　　　　水道処分等に処分性が認められ、審査請求の対象となるかが争点となる。

　　⑵　本案の争点

　　　ア　水道処分等の違法性

　　　　�　水道処分等に対する審査請求が適法である場合には、２１年承認の効力により

現在に至るまで審査請求人について水道料金の免除が認められるかが争点とな

る。

　　　イ　下水道処分等の違法性

　　　　�　下水道処分等に対する審査請求が適法である場合には、３０年処分の違法性が

下水道処分等の効力に影響するか、影響するとした場合に３０年処分が違法とい

えるか、行手条例第８条第１項に規定する理由の提示がなされているかその他下
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水道処分等の違法事由が存在するかが争点となる。

　６　争点についての判断

　　⑴　本案前の争点

　　　ア�　権利濫用の禁止（民法（明治２９年法律第８９号）第１条第３項）は、法律上

の権利又は権限の行使一般について妥当する法原則であり、行政に対する市民の

権利行使に関しても当てはまるものであるから、形式的には法令上の根拠を有す

る申請・請求その他の行為としてなされたものであっても、本来の趣旨目的に反

し、社会的相当性を逸脱するような場合については、違法なものとなり得る。

　　　　�　そのため、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号。以下「行服法」という。）

に基づく審査請求についても、適式な審査請求申立の形をとっていたとしても、

国民の権利利益の救済及び行政の適正な運営の確保といった行服法の目的（行服

法第１条第１項）に資するものでないか、又は資するところが著しく乏しいこと

が明らかであり、審査請求に仮託して正当な行政行為の妨害や特定職員の誹謗中

傷を行うこと等の不当な目的又は態様によりなされたものである場合には、行服

法の趣旨に鑑みて当該審査請求を認めることにより得られる利益と害される利益

も考慮の上、審査請求を認めることにより却って公益を害し、行服法の趣旨に反

することとなるときには、当該審査請求は審査請求権の濫用に該当する不適法な

ものとして却下されるべきものと言える。

　　　　�　審査請求人は、２１年承認がなされた後、２９年通知が発出されるまでの間、

審査請求人が支払義務を負う各種の徴収金の収納事務を担当する部署を始め、処

分庁及び奈良市の多数の部署を訪れ、長時間にわたって各部署の管理職員らに対

応を強制し、一連の審査請求において審査請求人が主張するところの「奈良市の

償い」の基礎となる事実に基づき審査請求人に対する徴収金の免除等の特別の措

置を講ずべきことを説明し、それに応じさせてきた。

　　　　�　２９年通知以降は、処分庁及び奈良市において、審査請求人から長時間にわた

る対応の強制その他の不当な要求を受けたとしても、各種徴収金の減免について

審査請求人を特別扱いせず、他の市民と同様の基準で減免に関する判断を行うこ

ととされ、「奈良市の償い」に類する理由による徴収金の免除が認められなくな

　　　　�ったため、審査請求人による自己に有利な取扱いを求めての処分庁及び奈良市へ

の訪問と職員らへの対応要求は、より頻繁になった。
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　　　　�　また、それらの訪問及び対応要求の際には、「奈良市の償い」に基づき徴収金

の免除等の措置を講ずべきことだけでなく、審査請求人による各種徴収金の免除

申請を不承認とする等、審査請求人による要求について審査請求人の意に沿わな

い対応をとった職員個人に対して、審査請求人は、罵声を浴びせ誹謗中傷を加え

るなど執拗に個人攻撃を繰り返し、当該職員らが審査請求人にそのような不当な

言動を止めるよう求め、又は対応を拒否し若しくは打ち切ろうとした際等に、当

該職員らを撮影するなどしていた。

　　　　�　上述の通り、本件各審査請求は、審査請求人により繰り返し行われている、

「奈良市の償い」を理由とする各種徴収金の免除、不徴収又は徴収猶予を不承認

とされたことについての平成２９年９月４日から平成３１年４月１２日の間にな

された４３件の審査請求の一つとしてなされたものであり、それら審査請求と、

「奈良市の償い」が市長の特に認めるものとして徴収金の免除等の特別の理由と

なるかという争点を同じくするものである。

　　　　�　４３件の審査請求のうち、前件審査請求については、平成３０年６月２８日、

平成３０年度第５号請求及び第７号請求については平成３１年３月２５日、それ

ぞれ棄却裁決がなされ、平成３０年度第１５号請求については、平成３１年３月

２８日、却下裁決がなされている。

　　　　�　加えて、平成３０年度第８号、第９号及び第１１号請求については、審査請求

人による反論書等の書面の提出及び口頭意見陳述を経て、既に審理手続が終結し、

審査請求を一部棄却・一部却下することを相当とする審理員意見書が提出され、

これに基づく裁決書について、平成３１年３月２０日に、市議会からも一部棄却

　　　　�・一部却下を相当とする答申がなされている。

　　　　�　以上の本件各審査請求に関する事実関係からすると、審査請求人の主張の実質

として解し得る「奈良市の償い」及びこれに係る合意は、前件審査請求を含め審

査請求人が提起する多数の審査請求における主張と共通し、なおかつ前件審査請

求以前の事実に係るものであって、本件各審査請求において新たな主張・証拠が

提出されたわけでもないことから、前件審査請求からの争点の判断に関わる事情

の変更も存しないことが明らかである。そうすると、本件各審査請求については、

既に棄却された前件審査請求において審査庁の判断が示された争点について、実

質的に同一の主張を繰り返すものに過ぎず、本件各審査請求に係る審理を行うこ
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とによって、国民の権利利益の救済、行政の適正な運営の確保又は住民福祉の増

進に資するところは無い。

　　　　�　そして、本件各審査請求書の記載は、審査請求人の意向に従わない職員を誹謗

中傷し、自らの利益となる行為を要求するものであって、先行する審査請求の審

理手続における審査請求人の言動からしても、本件各審査請求を含む審査請求人

により提起された多数の審査請求は、審査請求人が２１年承認以降、その中でも

特に２９年通知の発出後において繰り返し行ってきた不当要求ないし不当要求類

似行為と実質的に同一であり、それらの行為の一環としてなされたこともまた明

らかであるから、正当な目的・態様によるものとは全く認められない。

　　　　�　さらには、審査請求人は、本件各審査請求書についての補正を求める質問書

（以下「本件補正質問」という。）により、十分な余裕をもって補正の機会を付

与されたにもかかわらずこれに応じることなく、加えて執拗に反復継続される審

査請求人の不当要求ないし不当要求類似行為の態様に鑑みても、補正の見込みも

無いものと判断せざるを得ない。

　　　　�　審査請求人による不当要求ないし不当要求類似行為の一環としてなされる本件

各審査請求その他の審査請求について、これらを通常の審査請求と同様に取り扱

　　　　�って審理手続を進めることは、処分庁及び審査庁にとって本来の業務を圧迫し、

それらの業務を通じて守られるべき市民の利益が損なわれることが不可避となる

他、審査請求の形式さえ取れば、不当要求に類する行為の対応を処分庁及び審査

庁に強いることを許容する結果となり、行政の適正な執行を害するという不利益

も伴い、却って国民の権利利益の救済、住民福祉の増進に反する事態を生じるも

のである。

　　　　�　これに対し、本件各審査請求を正当なものとして取り扱うことによって得られ

る客観的な利益は、審査請求人の正当な権利利益の保護も含めて何ら認められな

い。

　　　　�　また、救済本位の観点から、行服法の運用に当たって審査請求人の立場に配慮

すべきであるとしても、前件審査請求を含む先行する審査請求の審理手続及び裁

決を考慮しつつ、審査請求人としては、遅くとも本件補正質問の回答提出期限ま

でには、これまで述べてきた本件各審査請求の不当性を容易に認識し、補正ない

し是正することが可能であった。それにもかかわらず、審査請求人は本件補正質
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問に応じず、さらに同様の審査請求を重ねて繰り返すことにより、自ら補正又は

是正の見込みも無いことを示しており、不当な態様・目的の下に提起された本件

各審査請求に関し、酌むべき事情は認められない。

　　　　�　したがって、本件各審査請求は、行服法の目的に資するものではなく、審査請

求人により不当な目的・態様でなされたものであって、これを認めることによる

不利益は多大なものである一方、それにより得られる正当な利益は何ら認められ

ず、却って公益を害し行服法の趣旨に反することとなるものであるから、審査請

求権の濫用として、不適法である。

　　　イ�　本件各審査請求については審査請求権の濫用として不適法であるから、その余

は争点となり得ず、判断を要しない。

　　⑵　本案の争点

　　　�　本件各審査請求については審査請求権の濫用として不適法であるから、本案に関

する事項についての判断を要しない。

　　⑶　結論

　　　�　以上のとおり、本件各審査請求は不適法であるから、行服法第４５条第１項の規

定により、主文のとおり裁決する。

第４　裁決日

　　　令和元年６月３日
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奈良市報告第４５号

手数料の徴収に関する処分についての
審査請求に係る報告について　　　　

　手数料の徴収に関する処分について行われた行政不服審査法第２条の規定による審査請

求に対し、次のとおり却下したので、地方自治法第２２９条第４項の規定により報告する。

　　令和元年９月１１日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

第１　審査請求年月日　

　　　平成３０年１２月１０日

第２　主文　

　　　本件審査請求を却下する。

第３　事実及び意見の理由

　１　事案の概要

　　�　審査請求人は、平成３０年８月３０日、処分庁に対し、住民票の交付申請及びそれ

に係る手数料の免除申請を行った。

　　�　審査請求人の主張する免除の理由は、奈良市が長年にわたって審査請求人に対して

行ってきた違法行為及びそれに関する争訟の長期化によって審査請求人とその世帯構

成員が被った肉体的精神的苦痛を償うべきこと、並びに奈良市長が平成２１年３月に

それらの損害に関して救済措置を講ずる旨の決定を行ったことから、奈良市手数料条

例（平成１２年奈良市条例第４号。以下「手数料条例」という。）第４条に定める、

手数料を減免すべき特別の理由が認められるというものであった。

　　�　この免除申請に対し、処分庁は、手数料条例第４条により手数料の免除を行う場合

については、内規として奈良市手数料条例の規定に基づく手数料の減免に関する基準

（以下「本件減免基準」という。）を定めて、市民課所管の公的年金等現況届に係る

手数料に限るものとしており、審査請求人の場合にはこれに該当しないことを理由と

して、平成３０年９月１１日付け通知書（以下「本件通知書」という。）により、本
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件処分を行った。

　　　これを不服として、審査請求人が本件審査請求を提起したものである。

　２　本件審査請求に至る経緯

　　⑴　前件裁判

　　　�　審査請求人により平成１３年９月１８日付けでなされた平成１３年度の水道料金

免除申請を、奈良市水道事業管理者（当時。以下「管理者」という。）が平成１３

年１１月１６日付けで却下（以下「１３年却下」という。）したところ、審査請求

人は、不服申立てを経て、奈良市を相手方として、１３年却下の取消しを求める訴

えを奈良地方裁判所に提起した。その後、奈良地方裁判所がこれを棄却する判決を

下したところ審査請求人が大阪高等裁判所へ控訴し、大阪高等裁判所は、平成１５

年１１月１２日、１３年却下が処分性を有することを前提に、奈良市行政手続条例

（平成１１年奈良市条例第１９号。以下「行手条例」という。）第８条第１項に定

める、申請に対する拒否処分に当たって提示すべき理由の不備という手続上の違法

があるとして、これを取り消すものとする判決を下した。そして、平成１７年１２

月９日、奈良市による上告受理申立てを不受理とする最高裁判所の決定がなされ、

１３年却下の取消請求の認容判決が確定した（以下「前件裁判」という。）。

　　⑵　奈良市長藤原昭（当時）による依頼

　　　�　前件裁判の後、管理者は、処分理由の記載に変更を加えた上、平成１８年１月１

　　　�２日付けで、再度審査請求人に係る平成１３年度の水道料金の減免申請を却下した。

審査請求人は、これを不服として、この却下処分の取消し、水道料金の免除承認及

び慰謝料の支払を求めて審査請求を行った。

　　　�　この審査請求については、申立てのうち処分の取消しを認容し、その余を棄却な

いし却下するという裁決がなされたものの、その後奈良市長藤原昭（当時）から処

分庁に対して、平成２１年３月３１日付けで、審査請求人の水道料金免除申請を承

認し、審査請求人世帯への救済措置を講ずべきであるとする依頼文書が出されたこ

ともあり、管理者は、平成２１年５月７日付けで、審査請求人に係る平成２１年２

月分までの水道料金の免除を承認した（以下「２１年承認」という。）。

　　⑶　審査請求人による度重なる免除理由説明

　　　�　２１年承認の前後から、審査請求人は、審査請求人が支払義務を負う使用料その

他の徴収金に関する事務を担当する部署等に赴き、これらの部署の管理職に対して、
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その異動による人員の交代がある都度、審査請求人の世帯に係る徴収金を免除すべ

き理由の説明を繰り返し行っていた。

　　　�　その説明は、審査請求人が前件裁判における記録及び関連する経緯をまとめた大

部の資料を持参し、半日程度の時間をかけてその資料を提示しつつ行われていた。

　　　�　審査請求人が説明する免除理由の要旨は、「奈良市は審査請求人に対して、平成

１１年ころから、審査請求人の世帯の生活困窮という事由にもかかわらず、審査請

求人に対する各種料金の減免を認めず、その料金の違法不当な取立て行為や減免措

置に関する虚偽説明を繰り返してきた。これに対して審査請求人は不服申立てや訴

訟により争ってきたが、奈良市は審査請求人の主張を認めず、そのためにこれらの

争訟はいたずらに長期化し、そのせいで審査請求人は訴訟等の対応に注力せざるを

得ず、就労の機会を喪失するなどの多大な損失を被った。前件裁判により減免措置

に関する奈良市の違法性が明らかとなり、それに伴い奈良市は審査請求人に対して、

従前の違法不当な取立て行為及び虚偽説明並びに減免の拒否それ自体により審査請

求人に与えた、就労及び生活再建の機会の喪失等の損害を理由として、審査請求人

に対する各種徴収金を免除する義務を負うこととなった。」というものである。

　　⑷　奈良市が審査請求人に対して多数の減免措置を講じてきたこと

　　　�　審査請求人による度重なる免除理由説明を受けて、奈良市は、おおむね平成２１

年以降、下水道使用料、国民健康保険料及び一部負担金、健康診断費、印鑑証明及

び住民票の発行手数料並びに固定資産税等について、審査請求人が毎年又は費用の

発生する都度提出する、審査請求人の主張する免除理由を記載したほぼ同じ内容の

理由書に基づき、支払の免除を認めてきた。

　　　�　また、水道料金については、平成２１年以降は、そもそも支払請求自体がなされ

ていなかった。審査請求人は、水道料金に限らず各種料金の免除が、毎年免除申請

をせずとも自動継続してなされるべきことにつき、免除を行うこと自体と同様の理

由に基づく必要な措置であると説明していた。

　　⑸　平成２９年度の措置に関する審査請求人の説明

　　　�　処分庁は審査請求人に対して、平成２９年６月５日付けで、今後の審査請求人に

対する各種免除措置の取扱いを他の市民と同様の基準で適正に行っていくものとす

る旨の通知（以下「２９年通知」という。）を発した。これを受けて、審査請求人

は、改めて奈良市の各部署に赴き、これまでどおりの各種の免除措置を講じるべき
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ことを主張し、その理由として、これまで審査請求人が各部署に対して繰り返して

きた説明に加え、「前件裁判の結果、奈良市は審査請求人に対して損害賠償責任を

負うこととなったが、その賠償額は、当時の生活保護の基準額に照らして、おおむ

ね２０００万円ほどにも上るものである。そして、審査請求人と奈良市とが、この

奈良市の違法行為に対する「償い」の方法について協議を継続した結果、審査請求

人が奈良市に対してこの「償い」に係る国家賠償請求訴訟を提起しないことと引換

えに、審査請求人及びその世帯員が奈良市に対して支払うべき公租公課、使用料及

び手数料その他の金銭負担につき、今後審査請求人及びその世帯員が存命の限り免

除されるものとの合意が成立した。」ということを述べ立てた。この主張内容が、

本件各審査請求に至るまで審査請求人が主張するところの「奈良市の償い」及びそ

れに関する合意に当たるものである。

　　　�　これらの主張を行うために審査請求人が奈良市の各部署に赴く頻度は、時期的な

偏りはあるものの、多いときには連日の場合を含め週に複数回となることもあり、

説明及び応対の１回当たりの時間は、数十分から、５時間程度に及ぶこともあった。

　　　�　また、この説明及び応対の際に、録音等の記録を行うことや、既に奈良市職員ら

が説明を尽くした後にも審査請求人が対応を強要するなどして対応が長時間に及ぶ

場合に、対応を打ち切り審査請求人の退席を求めるなどのやりとりについて、審査

請求人と奈良市職員との間で対立が生じる場面も多くあった。

　　⑹　本件処分等に先んじてなされた処分及び審査請求

　　　�　管理者は、審査請求人が平成２９年４月１８日付けで行った平成２９年度下水道

使用料免除申請を受けて、平成２９年６月２７日、審査請求人に対し平成２９年度

下水道使用料免除不承認処分を行ったが、審査請求人はこれを不服として同処分及

び同処分の日以降に行われた水道料金・下水道使用料納入通知・督促処分の取消し

等を求めて、平成２９年９月２６日に審査請求（以下「前件審査請求」という。）

を行った。前件審査請求については、弁明書、反論書及び再反論書の提出並びに口

頭意見陳述の実施等の審理手続を経て、平成３０年６月２８日、棄却裁決がなされ

た。

　　　�　その後、審査請求人は、平成３０年７月１０日に平成３０年度固定資産税免除不

承認処分の取消し又は変更を求める審査請求を行ったことを皮切りに、水道料金・

下水道使用料督促処分、固定資産税督促処分についての審査請求等、本件審査請求

－ 16 － － 17 －



に係る審理手続の終結時点に至るまで（平成３０年７月１０日から平成３１年４月

１２日までの間）に、審査庁に対して、３７件の審査請求を提起している。

　　　�　以上の他、審査請求人は、処分庁が行った介護保険料免除申請不承認処分及び国

民健康保険料免除申請不承認処分等の介護保険料及び国民健康保険料に係る処分に

ついて、奈良県に対して、多数の審査請求を行っている。

　　　�　これらの審査請求における審査請求人の主張は、上述の「奈良市の償い」及びそ

れに関する合意の成立を主たる理由とするものである他、審査請求人の意に沿った

対応を行わなかった職員の氏名を摘示し、誹謗中傷を重ねて個人攻撃を加えるとい

う点についても、後述する本件審査請求における審査請求人の主張と同様のもので

あった。

　３　審査請求人の主張の要旨

　　�　本件処分は、処分庁に属する特定の無知無能な職員による事実の捏造という犯罪的

行為、並びにそれらの悪党、極悪人に加担する他の特定職員の暴挙・妄動、及び同じ

くそれらの悪党、極悪人に隷属する偽善者である他の特定職員による審査請求人の欺

罔といった、ヤクザ組織と化した奈良市による審査請求人の権利侵害となる犯罪的行

為により、「奈良市の償い」及びこれに基づく合意を無視してなされた違法なもので

あり、かつ行手条例第８条第１項の定めにより申請に対する拒否処分にあたって求め

られる処分理由の提示がなされていないという点でも違法である。

　４　処分庁の主張の要旨

　　⑴　本案前の主張

　　　�　審査請求人の主張は、何ら正当な根拠に基づくものではなく、また処分庁職員ら

を誹謗中傷する不当なものでもあり、さらには審査請求人が本件審査請求と同様の

審査請求を大量かつ執拗に反復提起しているといった状況に鑑みると、本件審査請

求の本案に係る審理手続を行うことは、本来の住民福祉に傾注されるべき職員の公

務を妨げ、職員に対する誹謗中傷を許すのみで有害無益であることから、本件審査

請求は審査請求権の濫用であって、審査請求の利益を欠くものとして、却下される

べきである。

　　⑵　本案の主張

　　　�　本件処分は、本件減免基準に則って適法に行われており、かつその旨を本件通知

書にも明示していることから、行手条例第８条第１項に違反するものではない。
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　　　�　したがって、審査請求人の主張は失当であり、本件処分は根拠規定に基づき適正

になされており何ら違法な点はない。

　５　本件審査請求の争点

　　⑴　本案前の争点（審査請求権の濫用）

　　　　本件審査請求が審査請求権の濫用にあたり、不適法なものとなるかが争点となる。

　　⑵　本案の争点

　　　�　本件審査請求が適法なものである場合には、審査請求人の主張する「奈良市の償

い」及びこれに係る合意が証明書手数料の減免理由となるか、仮になるとしてそれ

らに係る事実が認められるか、また、本件処分について行手条例第８条第1項に違反

する理由提示の不備があるか、その他本件処分の違法事由が認められるかが争点と

なる。

　６　争点についての判断

　　⑴　本案前の争点

　　　ア�　権利濫用の禁止（民法（明治２９年法律第８９号）第１条第３項）は、法律上

の権利又は権限の行使一般について妥当する法原則であり、行政に対する市民の

権利行使に関しても当てはまるものであるから、形式的には法令上の根拠を有す

る申請・請求その他の行為としてなされたものであっても、本来の趣旨目的に反

し、社会的相当性を逸脱するような場合については、違法なものとなり得る。

　　　　�　そのため、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号。以下「行服法」とい

う。）に基づく審査請求についても、適式な審査請求申立の形をとっていたとし

ても、国民の権利利益の救済及び行政の適正な運営の確保といった行服法の目的

（行服法第１条第１項）に資するものでないか、又は資するところが著しく乏し

いことが明らかであり、審査請求に仮託して正当な行政行為の妨害や特定職員の

誹謗中傷を行うこと等の不当な目的又は態様によりなされたものである場合には、

行服法の趣旨に鑑みて当該審査請求を認めることにより得られる利益と害される

利益も考慮の上、審査請求を認めることにより却って公益を害し、行服法の趣旨

に反することとなるときには、当該審査請求は審査請求権の濫用に該当する不適

法なものとして却下されるべきものと言える。

　　　　�　審査請求人は、２１年承認がなされた後、２９年通知が発出されるまでの間、

審査請求人が支払義務を負う各種の徴収金の収納事務を担当する部署を始め、奈
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良市企業局及び奈良市の多数の部署を訪れ、長時間にわたって各部署の管理職員

らに対応を強制し、一連の審査請求において審査請求人が主張するところの「奈

良市の償い」の基礎となる事実に基づき審査請求人に対する徴収金の免除等の特

別の措置を講ずべきことを説明し、それに応じさせてきた。

　　　　�　２９年通知以降は、奈良市及び奈良市企業局において、審査請求人から長時間

にわたる対応の強制その他の不当な要求を受けたとしても、各種徴収金の減免に

ついて審査請求人を特別扱いせず、他の市民と同様の基準で減免に関する判断を

行うこととされ、「奈良市の償い」に類する理由による徴収金の免除が認められ

なくなったため、審査請求人による自己に有利な取扱いを求めての奈良市企業局

又は奈良市の訪問と職員らへの対応要求は、より頻繁になった。

　　　　�　また、それらの訪問及び対応要求の際には、「奈良市の償い」に基づき徴収金

の免除等の措置を講ずべきことを執拗に求めるだけでなく、審査請求人による各

種徴収金の免除申請を不承認とする等、審査請求人による要求について審査請求

人の意に沿わない対応をとった職員個人に対して、審査請求人は、罵声を浴びせ

誹謗中傷を加えるなど執拗に個人攻撃を繰り返し、当該職員らが審査請求人にそ

のような不当な言動を止めるよう求め、又は対応を拒否し若しくは打ち切ろうと

した際等に、当該職員らを撮影するなどしていた。

　　　　�　上述の通り、本件審査請求は、審査請求人により繰り返し行われている、「奈

良市の償い」を理由とする各種徴収金の免除、不徴収又は徴収猶予を不承認とさ

れたことについての３７件に上る審査請求の一つとしてなされたものであり、そ

れら審査請求と、「奈良市の償い」が市長の特に認めるものとして徴収金の免除

等の特別の理由となるかという争点を同じくするものである。

　　　　�　３７件の審査請求のうち、（前件審査請求については、平成３０年６月２８日）

平成３０年度第５号請求及び第７号請求については平成３１年３月２５日、平成

３０年度第６号請求については平成３１年４月２４日、それぞれ棄却裁決が、平

成３０年度第８号、９号及び１１号請求については平成３１年４月２４日に一部

却下一部棄却裁決が、審査請求人による反論書等の書面の提出及び口頭意見陳述

を経た上で各々なされている。そして、平成３０年度第１５号請求については平

成３１年３月２８日に却下裁決がなされている。

　　　　�　以上の本件審査請求に関する事実関係からすると、審査請求人の主張の実質と
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して解し得る「奈良市の償い」及びこれに係る合意は、前件審査請求を含め審査

請求人が提起する多数の審査請求における主張と共通し、なおかつ前件審査請求

以前の事実に係るものであって、本件審査請求において新たな主張・証拠が提出

されたわけでもなく、その他前件審査請求からの争点の判断に関わる事情の変更

も存しないことが明らかである。そうすると、本件審査請求については、既に棄

却された前件審査請求において審査庁の判断が示された争点について、実質的に

同一の主張を繰り返すものに過ぎず、前件審査請求後に審理に影響し得る事情の

変更が生じたとも認められないことから、本件審査請求に係る審理を行うことに

よって、国民の権利利益の救済、行政の適正な運営の確保又は住民福祉の増進に

資するところは無い。

　　　　�　そして、本件審査請求書の記載は、審査請求人の意向に従わない職員を誹謗中

傷し、自らの利益となる行為を要求するものであって、先行する審査請求の審理

手続における審査請求人の言動からしても、本件審査請求を含む審査請求人によ

り提起された多数の審査請求は、審査請求人が２１年承認以降、その中でも特に

２９年通知の発出後において繰り返し行ってきた不当要求ないし不当要求類似行

為と実質的に同一であり、それらの行為の一環としてなされたこともまた明らか

であるから、正当な目的・態様によるものとは全く認められない。

　　　　�　さらには、審査請求人は、本件審査請求書についての補正を求める質問書（以

下「本件補正質問」という。）により、十分な余裕をもって補正の機会を付与さ

れたにもかかわらずこれに応じることなく、加えて執拗に反復継続される審査請

求人の不当要求ないし不当要求類似行為の態様に鑑みても、補正の見込みも無い

ものと判断せざるを得ない。

　　　　�　このように審査請求人による不当要求ないし不当要求類似行為の一環としてな

される本件審査請求その他の審査請求について、これらを通常の審査請求と同様

に取り扱って審理手続を進めることは、処分庁・審査庁にとって本来の業務を圧

迫し、それらの業務を通じて守られるべき市民の利益が損なわれることが不可避

となる他、審査請求の形式さえ取れば、不当要求に類する行為の対応を処分庁・

審査庁に強いることを許容する結果となり、行政の適正な執行を害するという不

利益も伴い、却って国民の権利利益の救済・住民福祉の増進に反する事態を生じ

るものである。
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　　　　�　これに対し、本件審査請求を正当なものとして取り扱うことによって得られる

客観的な利益は、審査請求人の正当な権利利益の保護も含め、何ら存するものと

は認められない。

　　　　�　また、救済本位の観点から、行服法の運用に当たって審査請求人の立場に配慮

すべきであるとしても、前件審査請求を含む先行する審査請求の審理手続及び裁

決を考慮しつつ、審査請求人としては、遅くとも本件補正質問の回答提出期限ま

でには、これまで述べてきた本件審査請求の不当性を容易に認識し、補正ないし

是正することが可能であったと言える。それにもかかわらず、審査請求人は本件

補正質問に応じないばかりか、さらに同様の審査請求を重ねて繰り返すことによ

り、自ら補正又は是正の見込みも無いことを示しているのであるから、不当な態

様・目的の下に提起された本件審査請求に関し、酌むべき事情は認められない。

　　　　�　したがって、本件審査請求は、行服法の目的に資するものではなく、審査請求

人により不当な目的・態様でなされたものであって、これを認めることによる不

利益は多大なものである一方、それにより得られる正当な利益は何ら認められ

ず、却って公益を害し行服法の趣旨に反することとなるものであるから、審査請

求権の濫用として、不適法である。

　　　イ�　本件審査請求については審査請求権の濫用として不適法なものであるから、そ

の余は争点となり得ず、判断を要しない。

　　⑵　本案の争点

　　　�　本件審査請求については審査請求権の濫用として不適法なものであるから、本案

に関する事項についての判断を要しない。　

　　⑶　結論

　　　�　以上のとおり、本件審査請求は不適法であるから、行服法第４５条第１項の規定

により、主文のとおり裁決する。

第４　裁決日

　　　令和元年６月５日
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奈良市報告第４６号

使用料の徴収に関する処分等についての
審査請求に係る報告について　　　　　

　使用料の徴収に関する処分等について行われた行政不服審査法第２条の規定による審査

請求に対し、次のとおり却下したので、地方自治法第２２９条第４項及び第２３１条の３

第９項の規定により報告する。

　　令和元年９月１１日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

第１　審査請求年月日　

　　　平成３１年１月４日、１月９日、２月５日、２月１２日及び２月２０日

第２　主文　

　　　本件各審査請求を却下する。

第３　事実及び意見の理由

　１　事案の概要

　　�　処分庁は、審査請求人に対し、平成３０年１０月３日付けで、審査請求人が納付す

べき平成３０年８月分の水道料金・下水道使用料納入通知書を、平成３０年１０月３

　　�１日を納期限として、平成３０年１１月５日付けで、同じく平成３０年９月分の水道

料金・下水道使用料納入通知書を、平成３０年１１月３０日を納期限として、それぞ

れ送付した。

　　�　処分庁は、審査請求人が平成３０年７月分及び８月分の水道料金・下水道使用料を

納期限までに納入しなかったことから、審査請求人に対し、平成３０年１０月１２日

付けで、平成３０年１０月３１日を納期限として、平成３０年７月分水道料金・下水

道使用料督促状を、平成３０年１１月１２日付けで、平成３０年１１月３０日を納期

限として、平成３０年８月分水道料金・下水道使用料督促状を、それぞれ送付した。

　　�　処分庁は、審査請求人による、平成３０年１０月９日付け、平成３０年１１月６日

付け及び平成３０年１２月４日付けの、いずれも同様に本市職員による「事実の捏
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造」、申請権行使の妨害等の違法若しくは不当な行為、又は「奈良市の償い」の不履

行若しくは信義則違反を理由とするものと見られる、平成２９年４月分ないし７月分

の水道料金及び下水道使用料の支払猶予申請に対して、平成３０年１０月１８日付け、

平成３０年１１月１３日付け及び平成３０年１２月７日付けで、それぞれ不承認通知

書を送付した。

　　�　これら本件処分等を不服として、審査請求人が本件各審査請求を提起したものであ

る。

　２　本件各審査請求に至る経緯

　　⑴　前件裁判

　　　�　審査請求人により平成１３年９月１８日付けでなされた平成１３年度の水道料金

免除申請を、処分庁が平成１３年１１月１６日付けで却下（以下「１３年却下」と

　　　�いう。）したところ、審査請求人は、不服申立てを経て、奈良市を相手方として、

１３年却下の取消しを求める訴えを奈良地方裁判所に提起した。その後、奈良地方

裁判所がこれを棄却する判決を下したところ審査請求人が大阪高等裁判所へ控訴し、

大阪高等裁判所は、平成１５年１１月１２日、１３年却下が処分性を有することを

前提に、奈良市行政手続条例（平成１１年奈良市条例第１９号。以下「行手条例」

という。）第８条第１項に定める、申請に対する拒否処分に当たって提示すべき理

由の不備という手続上の違法があるとして、これを取り消すものとする判決を下し

た。そして、平成１７年１２月９日、奈良市による上告受理申立てを不受理とする

最高裁判所の決定がなされ、１３年却下の取消請求の認容判決が確定した（以下

「前件裁判」という。）。

　　⑵　奈良市長藤原昭（当時）による依頼

　　　�　前件裁判の後、処分庁は、処分理由の記載に変更を加えた上、平成１８年１月１

　　　�２日付けで、再度審査請求人に係る平成１３年度の水道料金の減免申請を却下した。

審査請求人は、これを不服として、この却下処分の取消し、水道料金の免除承認及

び慰謝料の支払を求めて審査請求を行った。

　　　�　この審査請求については、申立てのうち処分の取消しを認容し、その余を棄却な

いし却下するという裁決がなされたものの、その後奈良市長藤原昭（当時）から処

分庁に対して、平成２１年３月３１日付けで、審査請求人の水道料金免除申請を承

認し、審査請求人世帯への救済措置を講ずべきであるとする依頼文書が出されたこ
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ともあり、処分庁は、平成２１年５月７日付けで、審査請求人に係る平成２１年２

月分までの水道料金の免除を承認した（以下「２１年承認」という。）。

　　⑶　審査請求人による度重なる免除理由説明

　　　�　２１年承認の前後から、審査請求人は、審査請求人が支払義務を負う使用料その

他の徴収金に関する事務を担当する部署等に赴き、これらの部署の管理職に対して、

その異動による人員の交代がある都度、審査請求人の世帯に係る徴収金を免除すべ

き理由の説明を繰り返し行っていた。

　　　�　その説明は、審査請求人が前件裁判における記録及び関連する経緯をまとめた大

部の資料を持参し、半日程度の時間をかけてその資料を提示しつつ行われていた。

　　　�　審査請求人が説明する免除理由の要旨は、「奈良市は審査請求人に対して、平成

１１年ころから、審査請求人の世帯の生活困窮という事由にもかかわらず、審査請

求人に対する各種料金の減免を認めず、その料金の違法不当な取立て行為や減免措

置に関する虚偽説明を繰り返してきた。これに対して審査請求人は不服申立てや訴

訟により争ってきたが、奈良市は審査請求人の主張を認めず、そのためにこれらの

争訟はいたずらに長期化し、そのせいで審査請求人は訴訟等の対応に注力せざるを

得ず、就労の機会を喪失するなどの多大な損失を被った。前件裁判により減免措置

に関する奈良市の違法性が明らかとなり、それに伴い奈良市は審査請求人に対して、

従前の違法不当な取立て行為及び虚偽説明並びに減免の拒否それ自体により審査請

求人に与えた、就労及び生活再建の機会の喪失等の損害を理由として、審査請求人

に対する各種徴収金を免除する義務を負うこととなった。」というものである。

　　⑷　奈良市が審査請求人に対して多数の減免措置を講じてきたこと

　　　�　審査請求人による度重なる免除理由説明を受けて、奈良市は、おおむね平成２１

年以降、下水道使用料、国民健康保険料及び一部負担金、健康診断費、印鑑証明及

び住民票の発行手数料並びに固定資産税等について、審査請求人が毎年又は費用の

発生する都度提出する、審査請求人の主張する免除理由を記載したほぼ同じ内容の

理由書に基づき、支払の免除を認めてきた。

　　　�　また、水道料金については、平成２１年以降は、そもそも支払請求自体がなされ

ていなかった。審査請求人は、水道料金に限らず各種料金の免除が、毎年免除申請

をせずとも自動継続してなされるべきことにつき、免除を行うこと自体と同様の理

由に基づく必要な措置であると説明していた。
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　　⑸　平成２９年度の措置に関する審査請求人の説明

　　　�　奈良市は審査請求人に対して、平成２９年６月５日付けで、今後の審査請求人に

対する各種免除措置の取扱いを他の市民と同様の基準で適正に行っていくものとす

る旨の通知（以下「２９年通知」という。）を発した。これを受けて、審査請求人

は、改めて奈良市の各部署に赴き、これまでどおりの各種の免除措置を講じるべき

ことを主張し、その理由として、これまで審査請求人が各部署に対して繰り返して

きた説明に加え、「前件裁判の結果、奈良市は審査請求人に対して損害賠償責任を

負うこととなったが、その賠償額は、当時の生活保護の基準額に照らして、おおむ

ね２０００万円ほどにも上るものである。そして、審査請求人と奈良市とが、この

奈良市の違法行為に対する「償い」の方法について協議を継続した結果、審査請求

人が奈良市に対してこの「償い」に係る国家賠償請求訴訟を提起しないことと引換

えに、審査請求人及びその世帯員が奈良市に対して支払うべき公租公課、使用料及

び手数料その他の金銭負担につき、今後審査請求人及びその世帯員が存命の限り免

除されるものとの合意が成立した。」ということを述べ立てた。この主張内容が、

本件各審査請求に至るまで審査請求人が主張するところの「奈良市の償い」及びそ

れに関する合意に当たるものである。

　　　�　これらの主張を行うために審査請求人が奈良市の各部署に赴く頻度は、時期的な

偏りはあるものの、多いときには連日の場合を含め週に複数回となることもあり、

説明及び応対の１回当たりの時間は、数十分から、５時間程度に及ぶこともあった。

　　　�　また、この説明及び応対の際に、録音等の記録を行うことや、既に奈良市職員ら

が説明を尽くした後にも審査請求人が対応を強要するなどして対応が長時間に及ぶ

場合に、対応を打ち切り審査請求人の退席を求めるなどのやりとりについて、審査

請求人と奈良市職員との間で対立が生じる場面も多くあった。

　　⑹　本件処分等に先んじてなされた処分及び審査請求

　　　�　処分庁は、審査請求人が平成２９年４月１８日付けで行った平成２９年度下水道

使用料免除申請を受けて、平成２９年６月２７日、審査請求人に対し平成２９年度

下水道使用料免除不承認処分を行ったが、審査請求人はこれを不服として同処分及

び同処分の日以降に行われた水道料金・下水道使用料納入通知・督促処分の取消し

等を求めて、平成２９年９月２６日に審査請求（以下「前件審査請求」という。）

を行った。
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　　　�　前件審査請求については、弁明書、反論書及び再反論書の提出並びに口頭意見陳

述の実施等の審理手続を経て、平成３０年６月２８日、棄却裁決がなされた。

　　　�　その後、審査請求人は、平成３０年７月１０日に平成３０年度固定資産税免除不

承認処分の取消し又は変更を求める審査請求を行ったことを皮切りに、水道料金・

下水道使用料督促処分、固定資産税督促処分及び証明書手数料免除不承認処分につ

いての審査請求等、本件各審査請求に係る審理手続の終結時点に至るまで（平成３

　　　�０年７月１０日から令和元年５月１６日までの間）に、審査庁に対して、３９件の

　　　�審査請求を提起している。これらのうちには、処分庁が平成３０年４月２６日に行

　　　�った、平成３０年度下水道使用料免除不承認処分（以下「３０年処分」という。）

の取消し又は変更を求める審査請求（平成３０年度第６号請求）も含まれている。

　　　�　以上の他、審査請求人は、奈良市長が行った介護保険料免除申請不承認処分及び

国民健康保険料免除申請不承認処分について、奈良県に対して、複数件の審査請求

を行っている。

　　　�　これらの審査請求における審査請求人の主張は、上述の「奈良市の償い」及びそ

れに関する合意の成立を主たる理由とするものである他、審査請求人の意に沿った

対応を行わなかった職員の氏名を摘示し、誹謗中傷を重ねて個人攻撃を加えるとい

う点についても、後述する本件各審査請求における審査請求人の主張と同様のもの

であった。

　３　審査請求人の主張の要旨

　　�　３０年処分は、処分庁に属する特定の無知無能な職員による事実の捏造という犯罪

的行為、並びにそれらの悪党、極悪人に加担する他の特定職員の暴挙・妄動、及び同

じくそれらの悪党、極悪人に隷属する偽善者である他の特定職員による審査請求人の

欺罔といった、ヤクザ組織と化した奈良市による審査請求人の権利侵害となる犯罪的

行為により、「奈良市の償い」及びこれに基づく合意を無視してなされた違法なもの

であり、かつ行手条例第８条第１項の定めにより申請に対する拒否処分にあたって求

められる処分理由の提示がなされていないという点でも違法であって、したがって

３０年処分の後続処分である本件処分等も違法なものである。

　　�　また、水道料金支払猶予申請不承認処分及び下水道使用料支払猶予申請不承認処分

については、それ自体行手条例第８条第１項に定める理由の提示がなされていない違

法がある。
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　４　処分庁の主張の要旨

　　⑴　本案前の主張

　　　�　審査請求人の主張は、何ら正当な根拠に基づくものではなく、また処分庁職員ら

を誹謗中傷する不当なものでもあり、さらには審査請求人が本件各審査請求と同様

の審査請求を大量かつ執拗に反復提起しているといった状況に鑑みると、本件各審

査請求の本案に係る審理手続を行うことは、本来の住民福祉に傾注されるべき職員

の公務を妨げ、職員に対する誹謗中傷を許すのみで有害無益であることから、本件

各審査請求は審査請求権の濫用であって、審査請求の利益を欠くものとして、却下

されるべきである。

　　　�　なお、水道料金債権は私法上の契約である給水契約によって発生する私債権であ

　　　�って、これに関する処分性は認められないことから、水道処分等は審査請求の対象

とならず、本件各審査請求のうち、水道処分等を対象とするものについては当然に

却下されるべきである。

　　⑵　本案の主張

　　　�　３０年処分は何ら違法なものではないが、仮に違法であったとしても、それに

よって平成３０年度分下水道使用料を免除する効果が発生するものではないから、

下水道処分等の効果に影響するものではない。

　　　�　また、下水道使用料支払猶予申請不承認処分については、根拠規定を特定して不

承認の理由を具体的に記載しており、行手条例第８条第１項に違反するものではな

い。

　　　�　したがって、審査請求人の主張は失当であり、下水道処分等は根拠規定に基づき

適正になされており何ら違法な点はない。

　５　本件各審査請求の争点

　　⑴　本案前の争点

　　　ア　審査請求権の濫用

　　　　�　本件各審査請求が審査請求権の濫用にあたり、不適法なものとなるかが争点と

なる。

　　　イ　水道処分等の処分性の有無

　　　　　水道処分等に処分性が認められ、審査請求の対象となり得るかが争点となる。

　　⑵　本案の争点
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　　　ア　水道処分等の違法性

　　　　�　水道処分等に対する審査請求が適法なものである場合には、２１年承認の効力

により現在に至るまで審査請求人について水道料金の免除が認められるかが争点

となる。

　　　イ　下水道処分等の違法性

　　　　�　下水道処分等に対する審査請求が適法なものである場合には、３０年処分の違

法性が下水道処分等の効力に影響し得るか、影響し得るとした場合に３０年処分

が違法といえるか、また行手条例第８条第１項に定める理由の提示がなされてい

るかその他下水道処分等自体の違法事由が存在するかが争点となる。

　６　争点についての判断

　　⑴　本案前の争点

　　　ア�　権利濫用の禁止（民法（明治２９年法律第８９号）第１条第３項）は、法律上

の権利又は権限の行使一般について妥当する法原則であり、行政に対する市民の

権利行使に関しても当てはまるものであるから、形式的には法令上の根拠を有す

る申請・請求その他の行為としてなされたものであっても、本来の趣旨目的に反

し、社会的相当性を逸脱するような場合については、違法なものとなり得る。

　　　　�　そのため、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号。以下「行服法」という。）

に基づく審査請求についても、適式な審査請求申立の形をとっていたとしても、

国民の権利利益の救済及び行政の適正な運営の確保といった行服法の目的（行服

法第１条第１項）に資するものでないか、又は資するところが著しく乏しいこと

が明らかであり、審査請求に仮託して正当な行政行為の妨害や特定職員の誹謗中

傷を行うこと等の不当な目的又は態様によりなされたものである場合には、行服

法の趣旨に鑑みて当該審査請求を認めることにより得られる利益と害される利益

も考慮の上、審査請求を認めることにより却って公益を害し、行服法の趣旨に反

することとなるときには、当該審査請求は審査請求権の濫用に該当する不適法な

ものとして却下されるべきものと言える。

　　　　�　審査請求人は、２１年承認がなされた後、２９年通知が発出されるまでの間、

審査請求人が支払義務を負う各種の徴収金の収納事務を担当する部署を始め、処

分庁及び審査庁の多数の部署を訪れ、長時間にわたって各部署の管理職員らに対

応を強制し、一連の審査請求において審査請求人が主張するところの「奈良市の
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償い」の基礎となる事実に基づき審査請求人に対する徴収金の免除等の特別の措

置を講ずべきことを説明し、それに応じさせてきた。

　　　　�　２９年通知以降は、処分庁及び奈良市において、審査請求人から長時間にわた

る対応の強制その他の不当な要求を受けたとしても、各種徴収金の減免について

審査請求人を特別扱いせず、他の市民と同様の基準で減免に関する判断を行うこ

ととされ、「奈良市の償い」に類する理由による徴収金の免除が認められなくな

　　　　�ったため、審査請求人による自己に有利な取扱いを求めての処分庁・奈良市の訪

問と職員らへの対応要求は、より頻繁になった。

　　　　�　また、それらの訪問及び対応要求の際には、「奈良市の償い」に基づき徴収金

の免除等の措置を講ずべきことだけでなく、審査請求人による各種徴収金の免除

申請を不承認とする等、審査請求人による要求について審査請求人の意に沿わな

い対応をとった職員個人に対して、審査請求人は、罵声を浴びせ誹謗中傷を加え

るなど執拗に個人攻撃を繰り返し、当該職員らが審査請求人にそのような不当な

言動を止めるよう求め、又は対応を拒否し若しくは打ち切ろうとした際等に、当

該職員らを撮影するなどしていた。

　　　　�　上述の通り、本件各審査請求は、審査請求人により繰り返し行われている、

「奈良市の償い」を理由とする各種徴収金の免除、不徴収又は徴収猶予を不承認

とされたことについての３９件に上る審査請求の一つとしてなされたものであり、

それら審査請求と、「奈良市の償い」が市長の特に認めるものとして徴収金の免

除等の特別の理由となるかという争点を同じくするものである。

　　　　�　３９件の審査請求のうち、平成３０年度第５号請求及び第７号請求については

平成３１年３月２５日、平成３０年度第６号請求については平成３１年４月２４

日、それぞれ棄却裁決が、平成３０年度第８号、第９号及び第１１号請求につい

ては平成３１年４月２４日に一部却下一部棄却裁決が、審査請求人による反論書

等の書面の提出及び口頭意見陳述を経た上で各々なされている。そして、平成３

　　　　�０年度第１５号請求については平成３１年３月２８日、平成３０年度第１３号及

び１４号請求については平成３１年４月２４日に、それぞれ却下裁決がなされて

いる。

　　　　�　加えて、平成３０年度第１６号ないし２０号請求については、既に審理手続が

終結し、令和元年５月１３日、審査請求を却下することを相当とする審理員意見
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書が提出されている。

　　　　�　以上の本件各審査請求に関する事実関係からすると、審査請求人の主張の実質

として解し得る「奈良市の償い」及びこれに係る合意は、前件審査請求を含め審

査請求人が提起する多数の審査請求における主張と共通し、なおかつ前件審査請

求以前の事実に係るものであって、本件各審査請求において新たな主張・証拠が

提出されたわけでもないことから、前件審査請求からの争点の判断に関わる事情

の変更も存しないことが明らかである。そうすると、本件各審査請求については、

既に棄却された前件審査請求において審査庁の判断が示された争点について、実

質的に同一の主張を繰り返すものに過ぎず、本件各審査請求に係る審理を行うこ

とによって、国民の権利利益の救済、行政の適正な運営の確保又は住民福祉の増

進に資するところは無い。

　　　　�　そして、本件各審査請求書の記載は、審査請求人の意向に従わない職員を誹謗

中傷し、自らの利益となる行為を要求するものであって、先行する審査請求の審

理手続における審査請求人の言動からしても、本件各審査請求を含む審査請求人

により提起された多数の審査請求は、審査請求人が２１年承認以降、その中でも

特に２９年通知の発出後において繰り返し行ってきた不当要求ないし不当要求類

似行為と実質的に同一であり、それらの行為の一環としてなされたこともまた明

らかであるから、正当な目的・態様によるものとは全く認められない。

　　　　�　さらには、審査請求人は、本件各審査請求書についての補正を求める質問書

（以下「本件補正質問」という。）により、十分な余裕をもって補正の機会を付

与されたにもかかわらずこれに応じることなく、加えて執拗に反復継続される審

査請求人の不当要求ないし不当要求類似行為の態様に鑑みても、補正の見込みも

無いものと判断せざるを得ない。

　　　　�　このように審査請求人による不当要求ないし不当要求類似行為の一環としてな

される本件各審査請求その他の審査請求について、これらを通常の審査請求と同

様に取り扱って審理手続を進めることは、処分庁・審査庁にとって本来の業務を

圧迫し、それらの業務を通じて守られるべき市民の利益が損なわれることが不可

避となる他、審査請求の形式さえ取れば、不当要求に類する行為の対応を処分庁

　　　　�・審査庁に強いることを許容する結果となり、行政の適正な執行を害するという

不利益も伴い、却って国民の権利利益の救済、住民福祉の増進に反する事態を生
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じるものである。

　　　　�　これに対し、本件各審査請求を正当なものとして取り扱うことによって得られ

る客観的な利益は、審査請求人の正当な権利利益の保護も含め、何ら存するもの

とは認められない。

　　　　�　また、救済本位の観点から、行服法の運用に当たって審査請求人の立場に配慮

すべきであるとしても、前件審査請求を含む先行する審査請求の審理手続及び裁

決を考慮しつつ、審査請求人としては、遅くとも本件補正質問の回答提出期限ま

でには、これまで述べてきた本件各審査請求の不当性を容易に認識し、補正ない

し是正することが可能であったと言える。それにもかかわらず、審査請求人は本

件補正質問に応じないばかりか、さらに同様の審査請求を重ねて繰り返すことに

より、自ら補正又は是正の見込みも無いことを示しているのであるから、不当な

態様・目的の下に提起された本件各審査請求に関し、酌むべき事情は認められな

い。

　　　　�　したがって、本件各審査請求は、行服法の目的に資するものではなく、審査請

求人により不当な目的・態様でなされたものであって、これを認めることによる

不利益は多大なものである一方、それにより得られる正当な利益は何ら認められ

ず、却って公益を害し行服法の趣旨に反することとなるものであるから、審査請

求権の濫用として、不適法である。

　　　イ�　本件各審査請求については審査請求権の濫用として不適法なものであるから、

その余は争点となり得ず、判断を要しない。

　　⑵　本案の争点

　　　�　本件各審査請求については審査請求権の濫用として不適法なものであるから、本

案に関する事項についての判断を要しない。　

　　⑶　結論

　　　�　以上のとおり、本件各審査請求は不適法であるから、行服法第４５条第１項の規

定により、主文のとおり裁決する。

第４　裁決日

　　　令和元年８月７日
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奈良市報告第４７号

使用料の徴収に関する処分等についての
審査請求に係る報告について　　　　　

　使用料の徴収に関する処分等について行われた行政不服審査法第２条の規定による審査

請求に対し、次のとおり却下したので、地方自治法第２２９条第４項及び第２３１条の３

第９項の規定により報告する。

　　令和元年９月１１日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

第１　審査請求年月日　

　　　平成３１年３月６日及び３月１４日

第２　主文　

　　　本件各審査請求を却下する。

第３　事実及び意見の理由

　１　事案の概要

　　�　処分庁は、審査請求人に対し、平成３０年１２月５日付けで、審査請求人が納付す

べき平成３０年１０月分の水道料金及び下水道使用料の納入通知書を、平成３０年１

　　２月３１日を納期限として送付した。

　　�　処分庁は、審査請求人が平成３０年９月分の水道料金・下水道使用料を納期限まで

に納入しなかったことから、審査請求人に対し、平成３０年１２月１２日付けで、平

成３０年１２月３１日を納期限として、平成３０年９月分水道料金・下水道使用料督

促状を送付した。

　　�　処分庁は、審査請求人による、平成３０年１２月４日付け及び平成３１年１月４日

付けの、いずれも同様に本市職員による「事実の捏造」、申請権行使の妨害等の違法

若しくは不当な行為、又は「奈良市の償い」の不履行若しくは信義則違反を理由とす

るものと見られる、平成２９年８月分及び９月分の水道料金及び下水道使用料の支払

猶予申請に対して、平成３０年１２月７日付け及び平成３１年１月１０日付けで、そ
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れぞれ不承認通知書を送付した。

　　�　これら本件処分等を不服として、審査請求人が本件各審査請求を提起したものであ

る。

　２　本件各審査請求に至る経緯

　　⑴　前件裁判

　　　�　審査請求人により平成１３年９月１８日付けでなされた平成１３年度の水道料金

免除申請を、処分庁が平成１３年１１月１６日付けで却下（以下「１３年却下」と

いう。）したところ、審査請求人は、不服申立てを経て、奈良市を相手方として、

１３年却下の取消しを求める訴えを奈良地方裁判所に提起した。その後、奈良地方

裁判所がこれを棄却する判決を下したところ審査請求人が大阪高等裁判所へ控訴し、

大阪高等裁判所は、平成１５年１１月１２日、１３年却下が処分性を有することを

前提に、奈良市行政手続条例（平成１１年奈良市条例第１９号。以下「行手条例」

という。）第８条第１項に定める、申請に対する拒否処分に当たって提示すべき理

由の不備という手続上の違法があるとして、これを取り消すものとする判決を下し

た。そして、平成１７年１２月９日、奈良市による上告受理申立てを不受理とする

最高裁判所の決定がなされ、１３年却下の取消請求の認容判決が確定した（以下

「前件裁判」という。）。

　　⑵　奈良市長藤原昭（当時）による依頼

　　　�　前件裁判の後、処分庁は、処分理由の記載に変更を加えた上、平成１８年１月１

　　　�２日付けで、再度審査請求人に係る平成１３年度の水道料金の減免申請を却下した。

審査請求人は、これを不服として、この却下処分の取消し、水道料金の免除承認及

び慰謝料の支払を求めて審査請求を行った。

　　　�　この審査請求については、申立てのうち処分の取消しを認容し、その余を棄却な

いし却下するという裁決がなされたものの、その後奈良市長藤原昭（当時）から処

分庁に対して、平成２１年３月３１日付けで、審査請求人の水道料金免除申請を承

認し、審査請求人世帯への救済措置を講ずべきであるとする依頼文書が出されたこ

ともあり、処分庁は、平成２１年５月７日付けで、審査請求人に係る平成２１年２

月分までの水道料金の免除を承認した（以下「２１年承認」という。）。

　　⑶　審査請求人による度重なる免除理由説明

　　　�　２１年承認の前後から、審査請求人は、審査請求人が支払義務を負う使用料その
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他の徴収金に関する事務を担当する部署等に赴き、これらの部署の管理職に対して、

その異動による人員の交代がある都度、審査請求人の世帯に係る徴収金を免除すべ

き理由の説明を繰り返し行っていた。

　　　�　その説明は、審査請求人が前件裁判における記録及び関連する経緯をまとめた大

部の資料を持参し、半日程度の時間をかけてその資料を提示しつつ行われていた。

　　　�　審査請求人が説明する免除理由の要旨は、「奈良市は審査請求人に対して、平成

１１年ころから、審査請求人の世帯の生活困窮という事由にもかかわらず、審査請

求人に対する各種料金の減免を認めず、その料金の違法不当な取立て行為や減免措

置に関する虚偽説明を繰り返してきた。これに対して審査請求人は不服申立てや訴

訟により争ってきたが、奈良市は審査請求人の主張を認めず、そのためにこれらの

争訟はいたずらに長期化し、そのせいで審査請求人は訴訟等の対応に注力せざるを

得ず、就労の機会を喪失するなどの多大な損失を被った。前件裁判により減免措置

に関する奈良市の違法性が明らかとなり、それに伴い奈良市は審査請求人に対して、

従前の違法不当な取立て行為及び虚偽説明並びに減免の拒否それ自体により審査請

求人に与えた、就労及び生活再建の機会の喪失等の損害を理由として、審査請求人

に対する各種徴収金を免除する義務を負うこととなった。」というものである。

　　⑷　奈良市が審査請求人に対して多数の減免措置を講じてきたこと

　　　�　審査請求人による度重なる免除理由説明を受けて、奈良市は、おおむね平成２１

年以降、下水道使用料、国民健康保険料及び一部負担金、健康診断費、印鑑証明及

び住民票の発行手数料並びに固定資産税等について、審査請求人が毎年又は費用の

発生する都度提出する、審査請求人の主張する免除理由を記載したほぼ同じ内容の

理由書に基づき、支払の免除を認めてきた。

　　　�　また、水道料金については、平成２１年以降は、そもそも支払請求自体がなされ

ていなかった。審査請求人は、水道料金に限らず各種料金の免除が、毎年免除申請

をせずとも自動継続してなされるべきことにつき、免除を行うこと自体と同様の理

由に基づく必要な措置であると説明していた。

　　⑸　平成２９年度の措置に関する審査請求人の説明

　　　�　奈良市は審査請求人に対して、平成２９年６月５日付けで、今後の審査請求人に

対する各種免除措置の取扱いを他の市民と同様の基準で適正に行っていくものとす

る旨の通知（以下「２９年通知」という。）を発した。これを受けて、審査請求人
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は、改めて奈良市の各部署に赴き、これまでどおりの各種の免除措置を講じるべき

ことを主張し、その理由として、これまで審査請求人が各部署に対して繰り返して

きた説明に加え、「前件裁判の結果、奈良市は審査請求人に対して損害賠償責任を

負うこととなったが、その賠償額は、当時の生活保護の基準額に照らして、おおむ

ね２０００万円ほどにも上るものである。そして、審査請求人と奈良市とが、この

奈良市の違法行為に対する「償い」の方法について協議を継続した結果、審査請求

人が奈良市に対してこの「償い」に係る国家賠償請求訴訟を提起しないことと引換

えに、審査請求人及びその世帯員が奈良市に対して支払うべき公租公課、使用料及

び手数料その他の金銭負担につき、今後審査請求人及びその世帯員が存命の限り免

除されるものとの合意が成立した。」ということを述べ立てた。この主張内容が、

本件各審査請求に至るまで審査請求人が主張するところの「奈良市の償い」及びそ

れに関する合意に当たるものである。

　　　�　これらの主張を行うために審査請求人が奈良市の各部署に赴く頻度は、時期的な

偏りはあるものの、多いときには連日の場合を含め週に複数回となることもあり、

説明及び応対の１回当たりの時間は、数十分から、５時間程度に及ぶこともあった。

　　　�　また、この説明及び応対の際に、録音等の記録を行うことや、既に奈良市職員ら

が説明を尽くした後にも審査請求人が対応を強要するなどして対応が長時間に及ぶ

場合に、対応を打ち切り審査請求人の退席を求めるなどのやりとりについて、審査

請求人と奈良市職員との間で対立が生じる場面も多くあった。

　　⑹　本件処分等に先んじてなされた処分及び審査請求

　　　�　処分庁は、審査請求人が平成２９年４月１８日付けで行った平成２９年度下水道

使用料免除申請を受けて、平成２９年６月２７日、審査請求人に対し平成２９年度

下水道使用料免除不承認処分を行ったが、審査請求人はこれを不服として同処分及

び同処分の日以降に行われた水道料金・下水道使用料納入通知・督促処分の取消し

等を求めて、平成２９年９月２６日に審査請求（以下「前件審査請求」という。）

を行った。前件審査請求については、弁明書、反論書及び再反論書の提出並びに口

頭意見陳述の実施等の審理手続を経て、平成３０年６月２８日、棄却裁決がなされ

た。

　　　�　その後、審査請求人は、平成３０年７月１０日に平成３０年度固定資産税免除不

承認処分の取消し又は変更を求める審査請求を行ったことを皮切りに、水道料金・
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下水道使用料督促処分、固定資産税督促処分及び証明書手数料免除不承認処分につ

いての審査請求等、本件各審査請求に係る審理手続の終結時点に至るまで（平成３

　　　�０年７月１０日から令和元年６月２１日までの間）に、審査庁に対して、４９件の

　　　�審査請求を提起している。これらのうちには、処分庁が平成３０年４月２６日に行

　　　�った、平成３０年度下水道使用料免除不承認処分（以下「３０年処分」という。）

の取消し又は変更を求める審査請求（平成３０年度第６号請求）も含まれている。

　　　�　以上の他、審査請求人は、奈良市長が行った介護保険料免除申請不承認処分及び

国民健康保険料免除申請不承認処分等の介護保険料及び国民健康保険料に係る処分

について、奈良県に対して、多数の審査請求を行っている。

　　　�　これらの審査請求における審査請求人の主張は、上述の「奈良市の償い」及びそ

れに関する合意の成立を主たる理由とするものである他、審査請求人の意に沿った

対応を行わなかった職員の氏名を摘示し、誹謗中傷を重ねて個人攻撃を加えるとい

う点についても、後述する本件各審査請求における審査請求人の主張と同様のもの

であった。

　３　審査請求人の主張の要旨

　　�　３０年処分は、処分庁に属する特定の無知無能な職員による事実の捏造という犯罪

的行為、並びにそれらの悪党、極悪人に加担する他の特定職員の暴挙・妄動、及び同

じくそれらの悪党、極悪人に隷属する偽善者である他の特定職員による審査請求人の

欺罔といった、ヤクザ組織と化した奈良市による審査請求人の権利侵害となる犯罪的

行為により、「奈良市の償い」及びこれに基づく合意を無視してなされた違法なもの

であり、かつ行手条例第８条第１項の定めにより申請に対する拒否処分にあたって求

められる処分理由の提示がなされていないという点でも違法であって、したがって３

　　０年処分の後続処分である本件処分等も違法なものである。

　　�　また、水道料金支払猶予申請不承認処分及び下水道使用料支払猶予申請不承認処分

については、それ自体行手条例第８条第１項に定める理由の提示がなされていない違

法がある。

　４　処分庁の主張の要旨

　　⑴　本案前の主張

　　　�　審査請求人の主張は、何ら正当な根拠に基づくものではなく、また処分庁職員ら

を誹謗中傷する不当なものでもあり、さらには審査請求人が本件各審査請求と同様
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の審査請求を大量かつ執拗に反復提起しているといった状況に鑑みると、本件各審

査請求の本案に係る審理手続を行うことは、本来の住民福祉に傾注されるべき職員

の公務を妨げ、職員に対する誹謗中傷を許すのみで有害無益であることから、本件

各審査請求は審査請求権の濫用であって、審査請求の利益を欠くものとして、却下

されるべきである。

　　　�　なお、水道料金債権は私法上の契約である給水契約によって発生する私債権であ

　　　�って、これに関する処分性は認められないことから、水道処分等は審査請求の対象

とならず、本件各審査請求のうち、水道処分等を対象とするものについては当然に

却下されるべきである。

　　⑵　本案の主張

　　　�　３０年処分は何ら違法なものではないが、仮に違法であったとしても、それによ

　　　�って平成３０年度分下水道使用料を免除する効果が発生するものではないから、下

水道処分等の効果に影響するものではない。

　　　�　また、下水道使用料支払猶予申請不承認処分については、根拠規定を特定して不

承認の理由を具体的に記載しており、行手条例第８条第１項に違反するものではな

い。

　　　�　したがって、審査請求人の主張は失当であり、下水道処分等は根拠規定に基づき

適正になされており何ら違法な点はない。

　５　本件各審査請求の争点

　　⑴　本案前の争点

　　　ア　審査請求権の濫用

　　　　�　本件各審査請求が審査請求権の濫用にあたり、不適法なものとなるかが争点と

なる。

　　　イ　水道処分等の処分性の有無

　　　　　水道処分等に処分性が認められ、審査請求の対象となり得るかが争点となる。

　　⑵　本案の争点

　　　ア　水道処分等の違法性

　　　　�　水道処分等に対する審査請求が適法なものである場合には、２１年承認の効力

により現在に至るまで審査請求人について水道料金の免除が認められるかが争点

となる。
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　　　イ　下水道処分等の違法性

　　　　�　下水道処分等に対する審査請求が適法なものである場合には、３０年処分の違

法性が下水道処分等の効力に影響し得るか、影響し得るとした場合に３０年処分

が違法といえるか、また行手条例第８条第１項に定める理由の提示がなされてい

るかその他下水道処分等自体の違法事由が存在するかが争点となる。

　６　争点についての判断

　　⑴　本案前の争点

　　　ア�　権利濫用の禁止（民法（明治２９年法律第８９号）第１条第３項）は、法律上

の権利又は権限の行使一般について妥当する法原則であり、行政に対する市民の

権利行使に関しても当てはまるものであるから、形式的には法令上の根拠を有す

る申請・請求その他の行為としてなされたものであっても、本来の趣旨目的に反

し、社会的相当性を逸脱するような場合については、違法なものとなり得る。

　　　　�　そのため、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号。以下「行服法」という。）

に基づく審査請求についても、適式な審査請求申立の形をとっていたとしても、

国民の権利利益の救済及び行政の適正な運営の確保といった行服法の目的（行服

法第１条第１項）に資するものでないか、又は資するところが著しく乏しいこと

が明らかであり、審査請求に仮託して正当な行政行為の妨害や特定職員の誹謗中

傷を行うこと等の不当な目的又は態様によりなされたものである場合には、行服

法の趣旨に鑑みて当該審査請求を認めることにより得られる利益と害される利益

も考慮の上、審査請求を認めることにより却って公益を害し、行服法の趣旨に反

することとなるときには、当該審査請求は審査請求権の濫用に該当する不適法な

ものとして却下されるべきものと言える。

　　　　�　審査請求人は、２１年承認がなされた後、２９年通知が発出されるまでの間、

審査請求人が支払義務を負う各種の徴収金の収納事務を担当する部署を始め、処

分庁及び奈良市の多数の部署を訪れ、長時間にわたって各部署の管理職員らに対

応を強制し、一連の審査請求において審査請求人が主張するところの「奈良市の

償い」の基礎となる事実に基づき審査請求人に対する徴収金の免除等の特別の措

置を講ずべきことを説明し、それに応じさせてきた。

　　　　�　２９年通知以降は、処分庁及び奈良市において、審査請求人から長時間にわた

る対応の強制その他の不当な要求を受けたとしても、各種徴収金の減免について
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審査請求人を特別扱いせず、他の市民と同様の基準で減免に関する判断を行うこ

ととされ、「奈良市の償い」に類する理由による徴収金の免除が認められなくな

　　　　�ったため、審査請求人による自己に有利な取扱いを求めての処分庁・奈良市の訪

問と職員らへの対応要求は、より頻繁になった。

　　　　�　また、それらの訪問及び対応要求の際には、「奈良市の償い」に基づき徴収金

の免除等の措置を講ずべきことを執拗に求めるだけでなく、審査請求人による各

種徴収金の免除申請を不承認とする等、審査請求人による要求について審査請求

人の意に沿わない対応をとった職員個人に対して、審査請求人は、罵声を浴びせ

誹謗中傷を加えるなど執拗に個人攻撃を繰り返し、当該職員らが審査請求人にそ

のような不当な言動を止めるよう求め、又は対応を拒否し若しくは打ち切ろうと

した際等に、当該職員らを撮影するなどしていた。

　　　　�　上述の通り、本件各審査請求は、審査請求人により繰り返し行われている、

「奈良市の償い」を理由とする各種徴収金の免除、不徴収又は徴収猶予を不承認

とされたことについての４９件に上る審査請求の一つとしてなされたものであり、

それら審査請求と、「奈良市の償い」が市長の特に認めるものとして徴収金の免

除等の特別の理由となるかという争点を同じくするものである。

　　　　�　４９件の審査請求のうち、（前件審査請求については、平成３０年６月２８日）

平成３０年度第５号請求及び第７号請求については平成３１年３月２５日、平成

３０年度第６号請求については平成３１年４月２４日、それぞれ棄却裁決が、平

成３０年度第８号、９号及び１１号請求については平成３１年４月２４日に一部

却下一部棄却裁決が、審査請求人による反論書等の書面の提出及び口頭意見陳述

を経た上で各々なされている。そして、平成３０年度第１５号請求については平

成３１年３月２８日、平成３０年度第１３号及び１４号請求については平成３１

年４月２４日、平成３０年度第１６号、１８号、１９号及び２０号請求について

は令和元年６月３日、平成３０年度第１７号請求については令和元年６月５日に、

それぞれ却下裁決がなされている。

　　　　�　加えて、平成３０年度第２２号ないし２８号及び３０号ないし３４号請求につ

いては、既に審理手続が終結し、令和元年６月４日、審査請求を却下することを

相当とする審理員意見書が提出されている。

　　　　�　以上の本件各審査請求に関する事実関係からすると、審査請求人の主張の実質

－ 40 － － 41 －



として解し得る「奈良市の償い」及びこれに係る合意は、前件審査請求を含め審

査請求人が提起する多数の審査請求における主張と共通し、なおかつ前件審査請

求以前の事実に係るものであって、本件各審査請求において新たな主張・証拠が

提出されたわけでもなく、その他前件審査請求からの争点の判断に関わる事情の

変更も存しないことが明らかである。そうすると、本件各審査請求については、

既に棄却された前件審査請求において審査庁の判断が示された争点について、実

質的に同一の主張を繰り返すものに過ぎず、前件審査請求後に審理に影響し得る

事情の変更が生じたとも認められないことから、本件各審査請求に係る審理を行

うことによって、国民の権利利益の救済、行政の適正な運営の確保又は住民福祉

の増進に資するところは無い。

　　　　�　そして、本件各審査請求書の記載は、審査請求人の意向に従わない職員を誹謗

中傷し、自らの利益となる行為を要求するものであって、先行する審査請求の審

理手続における審査請求人の言動からしても、本件各審査請求を含む審査請求人

により提起された多数の審査請求は、審査請求人が２１年承認以降、その中でも

特に２９年通知の発出後において繰り返し行ってきた不当要求ないし不当要求類

似行為と実質的に同一であり、それらの行為の一環としてなされたこともまた明

らかであるから、正当な目的・態様によるものとは全く認められない。

　　　　�　さらには、審査請求人は、本件各審査請求書についての補正を求める質問書

（以下「本件補正質問」という。）により、十分な余裕をもって補正の機会を付

与されたにもかかわらずこれに応じることなく、加えて執拗に反復継続される審

査請求人の不当要求ないし不当要求類似行為の態様に鑑みても、補正の見込みも

無いものと判断せざるを得ない。

　　　　�　このように審査請求人による不当要求ないし不当要求類似行為の一環としてな

される本件各審査請求その他の審査請求について、これらを通常の審査請求と同

様に取り扱って審理手続を進めることは、処分庁・審査庁にとって本来の業務を

圧迫し、それらの業務を通じて守られるべき市民の利益が損なわれることが不可

避となる他、審査請求の形式さえ取れば、不当要求に類する行為の対応を処分庁

　　　　�・審査庁に強いることを許容する結果となり、行政の適正な執行を害するという

不利益も伴い、却って国民の権利利益の救済・住民福祉の増進に反する事態を生

じるものである。

－ 40 － － 41 －



　　　　�　これに対し、本件各審査請求を正当なものとして取り扱うことによって得られ

る客観的な利益は、審査請求人の正当な権利利益の保護も含め、何ら存するもの

とは認められない。

　　　　�　また、救済本位の観点から、行服法の運用に当たって審査請求人の立場に配慮

すべきであるとしても、前件審査請求を含む先行する審査請求の審理手続及び裁

決を考慮しつつ、審査請求人としては、遅くとも本件補正質問の回答提出期限ま

でには、これまで述べてきた本件各審査請求の不当性を容易に認識し、補正ない

し是正することが可能であったと言える。それにもかかわらず、審査請求人は本

件補正質問に応じないばかりか、さらに同様の審査請求を重ねて繰り返すことに

より、自ら補正又は是正の見込みも無いことを示しているのであるから、不当な

態様・目的の下に提起された本件各審査請求に関し、酌むべき事情は認められな

い。

　　　　�　したがって、本件各審査請求は、行服法の目的に資するものではなく、審査請

求人により不当な目的・態様でなされたものであって、これを認めることによる

不利益は多大なものである一方、それにより得られる正当な利益は何ら認められ

ず、却って公益を害し行服法の趣旨に反することとなるものであるから、審査請

求権の濫用として、不適法である。

　　　イ�　本件各審査請求については審査請求権の濫用として不適法なものであるから、

その余は争点となり得ず、判断を要しない。

　　⑵　本案の争点

　　　�　本件各審査請求については審査請求権の濫用として不適法なものであるから、本

案に関する事項についての判断を要しない。　

　　⑶　結論

　　　�　以上のとおり、本件各審査請求は不適法であるから、行服法第４５条第１項の規

定により、主文のとおり裁決する。

第４　裁決日

　　　令和元年８月７日

－ 42 － － 43 －



奈良市報告第４８号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　令和元年９月１１日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

１　市営住宅明渡し及び滞納家賃等の支払請求に関する訴えの提起について

－ 42 － － 43 －



市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を別紙のとおり専決処分する

ものとする。

　　令和元年８月５日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

記

１　市営住宅明渡し及び滞納家賃等の支払請求に関する訴えの提起について

－ 44 － － 45 －



市営住宅明渡し及び滞納家賃等の支払請求に
関する訴えの提起について　　　　　　　　

　本市は、市営住宅の明渡し及び滞納家賃等の支払いを求めるため、次のとおり裁判所に

訴えを提起する。

１　訴えを提起する相手方の住所及び氏名

　　別表のとおり

２　訴えの要旨

　　別表に記載する者を相手方として、次の判決及び仮執行の宣言を求める。

　⑴�　市営住宅を明渡し、かつ原状に復し、奈良市営住宅条例第３８条第４項の規定によ

り徴収する金銭を支払え。

　⑵　滞納家賃及びこれに対する遅延損害金を支払え。

　⑶　訴訟費用は被告の負担とする。

３　訴訟遂行の方針

　⑴　弁護士を訴訟代理人と定める。

　⑵　判決の結果、必要がある場合は上訴する。

　⑶�　本市は、上記の訴訟において必要があるときは、適当と認める条件で当事者と和解

することができる。

－ 44 － － 45 －



別　表

番号 住　　　所 氏　名 住宅名及び住宅番号 請求の原因

１ 家賃滞納

２ 家賃滞納

－ 46 － － 47 －



奈良市報告第４９号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　令和元年９月１１日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

１　和解及び損害賠償の額の決定について

－ 46 － － 47 －



市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　令和元年８月５日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　平成２９年７月２３日午後１０時頃、奈良市今市町地内において、市道を歩いていた相

手方が地面から突起したボルトにつまずき転倒し、負傷した事故について、和解により次

のとおり損害賠償の額を決定するものとする。

１　損害賠償の額　　２４１，６００円

－ 48 － － 49 －



奈良市報告第５０号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　令和元年９月１１日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

１　和解及び損害賠償の額の決定について

－ 48 － － 49 －



市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　令和元年８月５日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　平成３０年８月１日午後０時頃、奈良市大宮町七丁目地内において、相手方のトラック

が街路樹の枝に接触し、荷台部分を損傷した事故について、和解により次のとおり損害賠

償の額を決定するものとする。

１　損害賠償の額　　６５９，２００円

－ 50 － － 51 －



奈良市報告第５１号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　令和元年９月１１日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

１　和解及び損害賠償の額の決定について

－ 50 － － 51 －



市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　令和元年８月５日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　平成３０年１２月２日午後２時頃及び令和元年５月２６日午前１１時頃、奈良市山陵町

地内において発生した、市道上の障害物により、走行していた相手方の普通自動車のタイ

ヤが損傷した事故について、和解により次のとおり損害賠償の額を決定するものとする。

１　損害賠償の額　　１５，６３７円

－ 52 － － 53 －



奈良市報告第５２号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　令和元年９月１１日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

１　和解及び損害賠償の額の決定について

－ 52 － － 53 －



市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　令和元年８月５日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　平成３１年４月２４日午後３時４０分頃、奈良市環境清美工場内において発生した、本

市の公用車が相手方の普通自動車と接触し損傷させた事故について、和解により次のとお

り損害賠償の額を決定するものとする。

１　損害賠償の額　　１１６，７０４円

－ 54 － － 55 －



奈良市報告第５３号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　令和元年９月１１日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

１　和解及び損害賠償の額の決定について

－ 54 － － 55 －



市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　令和元年８月５日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　令和元年５月１０日午後７時５０分頃、奈良市押熊町地内において発生した、奈良市が

管理する道路の穴ぼこにより、走行していた相手方の普通自動車のホイールが損傷した事

故について、和解により次のとおり損害賠償の額を決定するものとする。

１　損害賠償の額　　１０，８００円

－ 56 － － 57 －



奈良市報告第５４号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　令和元年９月１１日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

１　和解及び損害賠償の額の決定について

－ 56 － － 57 －



市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　令和元年８月５日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　令和元年５月１４日午前８時５０分頃、奈良市西大寺芝町二丁目地内において発生し

た、側溝の段差により、走行していた相手方の普通自動車のホイールが損傷した事故につ

いて、和解により次のとおり損害賠償の額を決定するものとする。

１　損害賠償の額　　２２，６８０円

－ 58 － － 59 －



奈良市報告第５５号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　令和元年９月１１日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

１　和解及び損害賠償の額の決定について

－ 58 － － 59 －



市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　令和元年８月５日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　令和元年５月２１日午後９時３０分頃、奈良市米谷町地内において発生した、市道の穴

ぼこにより、走行していた相手方の軽自動車のフロントバンパーが損傷した事故につい

て、和解により次のとおり損害賠償の額を決定するものとする。

１　損害賠償の額　　４７，５３１円

－ 60 － － 61 －



奈良市報告第５６号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　令和元年９月１１日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

１　和解及び損害賠償の額の決定について

－ 60 － － 61 －



市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　令和元年８月６日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　平成３１年１月３１日午後５時１５分頃、奈良市学園大和町二丁目地内において発生し

た、本市の公用車が相手方の普通自動車と接触した事故について、和解により次のとおり

損害賠償の額を決定するものとする。

１　損害賠償の額　　４７７，４４０円

－ 62 － － 63 －



奈良市報告第５７号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　令和元年９月１１日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

１　和解及び損害賠償の額の決定について

－ 62 － － 63 －



市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　令和元年８月９日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　平成３１年４月５日午前８時４０分頃、奈良市平松三丁目地内において発生した、本市

の公用車が民家の車止めポールに接触し損傷させた事故について、和解により次のとおり

損害賠償の額を決定するものとする。

１　損害賠償の額　　４１，２２４円

－ 64 － － 65 －



奈良市報告第５８号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　令和元年９月１１日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

１　和解及び損害賠償の額の決定について

－ 64 － － 65 －



市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　令和元年８月１６日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　令和元年６月１３日午後０時３５分頃、奈良市八条町地内において発生した、本市の公

用車が相手方の軽自動車と接触した事故について、和解により次のとおり損害賠償の額を

決定するものとする。

１　損害賠償の額　　１７４，０００円

－ 66 － － 67 －



奈良市報告第５９号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　令和元年９月１１日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

１　和解及び損害賠償の額の決定について

－ 66 － － 67 －



市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　令和元年８月１６日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　令和元年６月２４日午前１０時頃、奈良市立東登美ヶ丘小学校の敷地に面した道路にお

いて、本市職員が行っていた草刈り作業の飛び石等により、走行していた相手方の普通自

動車のドアガラスを損傷させた事故について、和解により次のとおり損害賠償の額を決定

するものとする。

１　損害賠償の額　　１６０，４６９円

－ 68 － － 69 －



奈良市報告第６０号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　令和元年９月１１日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

１　和解及び損害賠償の額の決定について

－ 68 － － 69 －



市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　令和元年８月２２日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　令和元年５月２８日午後６時頃、奈良市芝辻町四丁目地内において発生した、歩道のブ

ロックの段差により、走行していた相手方の普通自動車の車体底部等が損傷した事故につ

いて、和解により次のとおり損害賠償の額を決定するものとする。

１　損害賠償の額　　７１２，８００円

－ 70 － － 71 －



奈良市報告第６１号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　令和元年９月１１日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

１　和解及び損害賠償の額の決定について

－ 70 － － 71 －



市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　令和元年８月２３日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　令和元年６月２７日午前８時１２分頃、奈良市佐紀町地内において発生した、本市の公

用車が相手方の軽自動車と接触した事故について、和解により次のとおり損害賠償の額を

決定するものとする。

１　損害賠償の額　　６３７，９０６円

－ 72 － － 73 －



奈良市議案第８３号

市長専決処分の報告及び承認を
求めることについて　　　　　

　地方自治法第１７９条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第３項の規定によりこれを報告し、その承認を求める。

　　令和元年９月１１日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

１　和解及び損害賠償の額の決定について

－ 72 － － 73 －



市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　令和元年８月５日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　平成３１年３月１１日午前８時４０分頃、奈良市学園南三丁目地内において発生した、

市道上の溝蓋の跳ね上がりにより、走行していた相手方の普通自動車の底部が損傷した事

故について、和解により次のとおり損害賠償の額を決定するものとする。

１　損害賠償の額　　１，２８１，２７８円

－ 74 － － 75 －



奈良市議案第８４号

令和元年度奈良市一般会計
補正予算（第４号）　　　

　令和元年度奈良市の一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

第�１条　歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ６３５，７６３千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ１３５，８３２，１８６千円とする。

２�　歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

　（債務負担行為の補正）

第２条　債務負担行為の追加は、「第２表　債務負担行為補正」による。

　（地方債の補正）

第３条　地方債の変更は、「第３表　地方債補正」による。

　　令和元年９月１１日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

－74－ － 75 －



第１表　歳入歳出予算補正

　歳　入

　歳　出

款 項 補正前の額 補　正　額 計

16．国 庫 支 出 金
千円

26,696,494
千円

42,422
千円

26,738,916

２．国 庫 補 助 金 1,938,783 120,032 2,058,815

３．国 庫 委 託 金 139,085 1,800 140,885

４．国 庫 交 付 金 5,648,908 △�79,410 5,569,498

17．県 支 出 金 8,807,875 △�42,555 8,765,320

２．県 補 助 金 1,667,268 29,720 1,696,988

４．県 交 付 金 1,284,113 △�72,275 1,211,838

21．繰 越 金 97,506 634,196 731,702

１．繰 越 金 97,506 634,196 731,702

23．市 債 14,467,000 1,700 14,468,700

１．市 債 14,467,000 1,700 14,468,700

歳 入 合 計 135,196,423 635,763 135,832,186

款 項 補正前の額 補　正　額 計

２．総 務 費
千円

15,130,233
千円

4,800
千円

15,135,033

１．総 務 管 理 費 11,241,969 4,800 11,246,769

３．民 生 費 60,175,313 544,108 60,719,421

１．社 会 福 祉 費 26,345,365 346,211 26,691,576

２．児 童 福 祉 費 20,510,758 31,632 20,542,390

３．生 活 保 護 費 13,109,837 166,265 13,276,102

－ 76 － － 77 －



第２表　債務負担行為補正

　１．追加分

第３表　地方債補正

　１．変更分

款 項 補正前の額 補　正　額 計

４．衛 生 費
千円

11,770,231
千円

55,335
千円

11,825,566

２．保 健 所 費 1,872,937 55,335 1,928,272

６．農 林 水 産 業 費 541,526 29,720 571,246

１．農 林 費 541,526 29,720 571,246

10．消 防 費 3,779,672 1,800 3,781,472

１．消 防 費 3,779,672 1,800 3,781,472

歳 出 合 計 135,196,423 635,763 135,832,186

事　　　　項 期　　　　間 限　　度　　額

三 笠 地 域 に お け る 地 域
子 育 て 支 援 拠 点 事 業 委 託

令和元年度から
令和４年度まで

千円

51,896�

ファミリーサポートセンター事業委託 令和元年度から
令和６年度まで 40,000�

認定こども園民間移管施設整備費補助事業 令和元年度から
令和２年度まで 203,773�

起　債　の　目　的
限　　　　　度　　　　　額

補　　正　　前 補　　正　　後

福 祉 施 設 整 備 事 業
千円

563,000
千円

528,400

臨 時 財 政 対 策 5,200,000 5,236,300

計 14,467,000 14,468,700

－ 76 － － 77 －



奈良市議案第８５号

令和元年度奈良市国民健康保険
特別会計補正予算（第１号）　

　令和元年度奈良市の国民健康保険特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところに

よる。

　（歳入歳出予算の補正）

第�１条　歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２，９８６千円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ３６，００２，９８６千円とする。

２�　歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

　　令和元年９月１１日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

－78－ － 79 －



第１表　歳入歳出予算補正

　歳　入

　（註）　「第７款　諸収入」を「第８款　諸収入」に改める。

　歳　出

款 項 補正前の額 補　正　額 計

７．繰 越 金
千円
―

千円
2,986

千円
2,986

１．繰 越 金 ― 2,986 2,986

歳 入 合 計 36,000,000 2,986 36,002,986

款 項 補正前の額 補　正　額 計

７．諸 支 出 金
千円

36,086
千円

2,986
千円

39,072

１．還 付 及 び
還 付 加 算 金 31,286 2,986 34,272

歳 出 合 計 36,000,000 2,986 36,002,986

－ 78 － － 79 －



奈良市議案第８６号

令和元年度奈良市介護保険　
特別会計補正予算（第１号）

　令和元年度奈良市の介護保険特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによ

る。

　（歳入歳出予算の補正）

第�１条　歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ５３，４８６千円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ３１，８４３，４８６千円とする。

２�　歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

　　令和元年９月１１日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

－80－ － 81 －



第１表　歳入歳出予算補正

　歳　入

　（註）　「第７款　諸収入」を「第８款　諸収入」に改める。

　歳　出

款 項 補正前の額 補　正　額 計

７．繰 越 金
千円
―

千円
53,486

千円
53,486

１．繰 越 金 ― 53,486 53,486

歳 入 合 計 31,790,000 53,486 31,843,486

款 項 補正前の額 補　正　額 計

５．諸 支 出 金
千円

12,000
千円

53,486
千円

65,486

１．償 還 金 及 び
還 付 加 算 金 12,000 53,486 65,486

歳 出 合 計 31,790,000 53,486 31,843,486

－ 80 － － 81 －



奈良市議案第８７号

令和元年度奈良市後期高齢者医療
特別会計補正予算（第１号） 　　

　令和元年度奈良市の後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところ

による。

　（歳入歳出予算の補正）

第�１条　歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１，２２４千円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ６，４３８，２２４千円とする。

２�　歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

　　令和元年９月１１日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

－82－ － 83 －



第１表　歳入歳出予算補正

　歳　入

　歳　出

款 項 補正前の額 補　正　額 計

３．繰 越 金
千円

25,000
千円

1,224
千円

26,224

１．繰 越 金 25,000 1,224 26,224

歳 入 合 計 6,437,000 1,224 6,438,224

款 項 補正前の額 補　正　額 計

４．諸 支 出 金
千円
―

千円
1,224

千円
1,224

１．償 還 金 及 び
還 付 加 算 金 ― 1,224 1,224

歳 出 合 計 6,437,000 1,224 6,438,224

－ 82 － － 83 －



－ 84 － － 85 －



－ 84 － － 85 －



－ 86 － － 87 －



－ 86 － － 87 －



－ 88 － － 89 －



－ 88 － － 89 －



－ 90 － － 91 －



－ 90 － － 91 －



－ 92 － － 93 －



－ 92 － － 93 －



－ 94 － － 95 －



－ 94 － － 95 －



－ 96 － － 97 －



－ 96 － － 97 －



－ 98 － － 99 －



－ 98 － － 99 －



－ 100 － － 101 －



－ 100 － － 101 －



－ 102 － － 103 －



－ 102 － － 103 －



－ 104 － － 105 －



－ 104 － － 105 －



－ 106 － － 107 －



－ 106 － － 107 －



－ 108 － － 109 －



－ 108 － － 109 －



－ 110 － － 111 －



－ 110 － － 111 －



－ 112 － － 113 －



－ 112 － － 113 －



－ 114 － － 115 －



－ 114 － － 115 －



－ 116 － － 117 －



－ 116 － － 117 －



－ 118 － － 119 －



－ 118 － － 119 －



奈良市議案第８８号

令和元年度奈良市水道事業会計
補正予算（第１号）　　　　　

（総則）

第�１条　令和元年度奈良市水道事業会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第�２条　令和元年度奈良市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第２条に定めた業

務の予定量を次のとおり補正する。

　　　（項　　　目）　　　　 　（既決予定額）　 　（補正予定額）　　 　（計）

　４．主要な建設改良事業　　　�　2,349,122千円　 　�△157,300千円� 2,191,822千円

　　⑵　施　　　設　　　費　　　　833,192千円　　 �△157,300千円� �675,892千円

（資本的収入及び支出）

第�３条　予算第４条本文括弧書中「不足する額２，５７２，０００千円」を「不足する額

２，４１４，７００千円」に、「当年度分損益勘定留保資金５６９，７０８千円」を

「当年度分損益勘定留保資金４１２，４０８千円」に改め、資本的支出の予定額を次の

とおり補正する。

　　　（科　　　目）　　　　 　（既決予定額）　 　（補正予定額）　　 　（計）

　　　　　　　　　　　　　　 　支　　　　　　　出

　第１款　資 本 的 支 出　　　�　4,505,000千円　 　�△157,300千円� 4,347,700千円

　　第１項　建 設 改 良 費　　　�2,619,539千円　 　�△157,300千円� �2,462,239千円

（継続費）

第４条　予算第５条に定めた継続費を次のとおり改める。

－ 120 － － 121 －



　１．変更分

２．廃止分

　　令和元年９月１１日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

款 項 事業名
補　　正　　前 補　　正　　後

総　　額 年度 年　割　額 総　　額 年度 年　割　額

資本的
支　出

建　設
改良費

緑ヶ丘浄
水場高架
水槽更新
工 事

千円

561,000

令和
元
年度

千円

85,800

千円

652,300

令和
元
年度

千円

85,800

令和
２
年度

480,700
令和
２
年度

475,200 令和
３
年度

85,800

款 項 事業名
補　　正　　前 補　　正　　後

総　　額 年度 年　割　額 総　　額 年度 年　割　額

資本的
支　出

建　設
改良費

緑ヶ丘浄
水場遠方
監視装置
更新工事

千円

407,000

令和
元
年度

千円

157,300
千円

－

－
千円

－

令和
２
年度

249,700 － －

－ 120 － － 121 －



附　　属　　書　　類

１．令和元年度　奈良市水道事業会計補正予算（第１号）実施計画

２．令和元年度　奈良市水道事業会計補正予定キャッシュ・フロー計算書（第１号）

３．令和元年度　奈良市水道事業補正予定貸借対照表（第１号）

４．令和元年度　奈良市水道事業会計補正予算（第１号）参考書

－ 122 － － 123 －



令和元年度奈良市水道事業会計
補正予算（第１号）実施計画　

資 本 的 収 入 及 び 支 出

支　　　　　　　　出

� （単位：千円）

款 項 目 既決予定額 補正予定額 計 備　　考

１. 資本的支出 4,505,000 △157,300 4,347,700

１. 建設改良費 2,619,539 △157,300 2,462,239

２.施 設 費 864,951 △157,300 707,651

－ 122 － － 123 －



令和元年度奈良市水道事業会計補正予定
キャッシュ・フロー計算書（第１号）　
（平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで）

� （単位：千円）
１．業務活動によるキャッシュ・フロー
　　　当年度純利益（△は純損失）� 450,768
　　　減価償却費� 3,062,787
　　　引当金の増減額（△は減少）� △�1,492
　　　長期前受金戻入額� △�1,319,321
　　　受取利息� △�500
　　　支払利息� 228,735
　　　ダム負担金利息� 53,725
　　　固定資産除却損� 38,336
　　　未収金の増減額（△は増加）� 374
　　　未収消費税等の増減額（△は増加）� △�131,678
　　　短期貸付金の増減額（△は増加）� 33,662
　　　未払金の増減額（△は減少）� △�89,532
　　　未払消費税等の増減額（△は減少）� △�47,174
　　　その他流動資産の増減額（△は増加）� 19
　　　小計� 2,278,709
　　　利息の受取額� 500
　　　利息の支払額� △�282,460
　　　業務活動によるキャッシュ・フロー� 1,996,749

２．投資活動によるキャッシュ・フロー
　　　有形固定資産の取得による支出� △�2,486,537
　　　負担金による収入� 503,770
　　　分担金による収入� 283,384
　　　投資活動によるキャッシュ・フロー� △�1,699,383

３．財務活動によるキャッシュ・フロー
　　　一時借入れによる収入� 500,000
　　　一時借入金の返済による支出� △�500,000
　　　建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入� 1,098,200
　　　建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出� △�1,122,369
　　　長期割賦金の償還による支出� △�672,724
　　　財務活動によるキャッシュ・フロー� △�696,893

　　　資金減少額� 399,527
　　　資金期首残高� 6,665,349
　　　資金期末残高� 6,265,822

－ 124 － － 125 －



令和元年度奈良市水道事業補正予定貸借対照表（第１号）
（令和２年３月３１日）

�
（単位：千円）

資　　産　　の　　部�
１．固　定　資　産
⑴　有 形 固 定 資 産
イ 土 地 4,138,023
ロ 建 物 4,573,659
� 減 価 償 却 累 計 額 △�2,103,696 2,469,963
ハ 構 築 物 87,409,764

減 価 償 却 累 計 額 △�45,341,920 42,067,844
ニ 機 械 及 び 装 置 19,427,447

減 価 償 却 累 計 額 △�14,597,643 4,829,804
ホ 車 両 運 搬 具 116,398

減 価 償 却 累 計 額 △�75,899 40,499
ヘ 器 具 備 品 203,020

減 価 償 却 累 計 額 △�130,707 72,313
ト 建 設 仮 勘 定 1,129,794
有 形 固 定 資 産 合 計 54,748,240

⑵　無 形 固 定 資 産
イ ダ ム 使 用 権 18,951,680
ロ 水 利 権 31,822
ハ その他無形固定資産 1,188,314
無 形 固 定 資 産 合 計 20,171,816

⑶　投� 資
イ 出　　　 資　　　 金 3,175
投 資 合 計 3,175

固 定 資 産 合 計 74,923,231
２．流　動　資　産
⑴　現　　金　　預　　金 6,265,822
⑵　未　　　　収　　　　金 844,963

貸 倒 引 当 金 △�44,591 800,372
⑶　貯　　　　蔵　　　　品 19,537
⑷　前　　　　払　　　　金 196,710
⑸　短 　 期 　 貸 　 付 　 金 13,623
⑹　そ の 他 流 動 資 産 1,089
流 動 資 産 合 計 7,297,153
資 � 産 � 合 � 計 82,220,384
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負　　債　　の　　部�
３．固　定　負　債
⑴　企　　　　業　　　　債
イ 建設改良費等の財源に
� 充てるための企業債 14,226,178
企 業 債 合 計 14,226,178

⑵　引　　　　当　　　　金
イ 退 職 給 付 引 当 金 1,185,713
引 当 金 合 計 1,185,713

⑶　長 期 未 払 割 賦 金　 537,804
固 定 負 債 合 計 15,949,695

４．流　動　負　債
⑴　企　　　　業　　　　債
イ 建設改良費等の財源に
� 充てるための企業債 1,095,324
企 業 債 合 計 1,095,324

⑵　ダ ム 割 賦 負 担 金 519,287
⑶　未　　　　払　　　　金 288,451
⑷　前　　　　受　　　　金 20,534
⑸　引　　　　当　　　　金
イ 賞 与 引 当 金 105,861
引 当 金 合 計 105,861

⑹　預　　　　り　　　　金 384,178
流 動 負 債 合 計 2,413,635

５．繰　延　収　益
⑴　長 　 期 　 前 　 受 　 金 52,941,661
⑵　収　益　化　累　計　額 △�23,834,918 29,106,743
繰 延 収 益 合 計 29,106,743
負 債 合 計 47,470,073

－ 126 － － 127 －



資　　本　　の　　部�
６．資　　本　　金 13,082,951
７．剰　　余　　金
⑴　資 　 本 　 剰 　 余 　 金
イ 受 贈 財 産 評 価 額 1,364,952
ロ 諸 補 助 金 106,602
ハ 分 担 金 5,401,638
ニ 負担金その他諸収入 11,743,704
資 本 剰 余 金 合 計 18,616,896

⑵　利 　 益 　 剰 　 余 　 金
イ 水道老朽施設更新積立金 800,000
ロ 当年度未処分利益剰余金 2,250,464
利 益 剰 余 金 合 計 3,050,464

剰 余 金 合 計 21,667,360
資 本 合 計 34,750,311
負 債 資 本 合 計 82,220,384

－ 126 － － 127 －



令和元年度奈良市水道事業会計
補正予算（第１号）参考書　　

資 本 的 収 入 及 び 支 出

支　　　　　　　　出

� （単位：千円）

款 項 目 節 既決予定額 補正予定額 計 備　　考

１. 資� 本� 的
支���� 出 4,505,000 △157,300 4,347,700

１. 建設改良費 2,619,539 △157,300 2,462,239

２.施��設��費 864,951 △157,300 707,651

�工事請負費 833,192 △157,300 675,892

－ 128 － － 129 －



奈良市議案第８９号

奈良市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について

　奈良市一般職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正しようとする。

　　令和元年９月１１日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

　　　�奈良市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

　奈良市一般職の職員の給与に関する条例（昭和３２年奈良市条例第２１号）の一部を次

のように改正する。

　第４１条第２項及び第４２条第３項中「７００円」を「７２０円」に改める。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この条例は、公布の日から施行する。

　（経過措置）

２�　この条例による改正後の奈良市一般職の職員の給与に関する条例第４１条第２項及び

第４２条第３項の規定は、令和元年１０月１日以後の勤務に係る通勤手当について適用

し、同日前の勤務に係る通勤手当については、なお従前の例による。

　（提案理由）

　消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う運賃改定に準じ、臨時職員及び非常勤の職員

の通勤手当の日額の上限を改定しようとするものである。

－ 128 － － 129 －



奈良市議案第９０号

奈良市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する
条例の制定について　　　　　　　　　　　　　　　

　奈良市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例を次のように制定しようとす

る。

　　令和元年９月１１日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

　　　�奈良市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

　（目的）

第�１条　この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０３条の２第５項及び

第２０４条第３項並びに地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という

　�。）第２４条第５項の規定に基づき、法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職

員（地方公営企業に勤務する者を除く。以下「会計年度任用職員」という。）の給与及

び費用弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。

　（会計年度任用職員の給与）

第�２条　この条例で給与とは、法第２２条の２第１項第２号に掲げる職員（以下「フルタ

イム会計年度任用職員」という。）にあっては給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日

勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当をいい、同項第１号に掲げる職員（

　�以下「パートタイム会計年度任用職員」という。）にあっては報酬及び期末手当をいう。

２�　給与は、会計年度任用職員から申出があった場合には、口座振替の方法により支払う

ことができる。

　（給与からの控除）

第�３条　法第２５条第２項の規定により、奈良市一般職の職員の給与に関する条例（昭和

３２年奈良市条例第２１号。以下「給与条例」という。）第１０条の２第４号に掲げる

ものは給与から控除することができる。

　（フルタイム会計年度任用職員の給料の基準）

－ 130 － － 131 －



第�４条　フルタイム会計年度任用職員の給料は、別表第１の給料表（以下「給料表」とい

う。）によるものとし、職種の区分に応じて適用する。

２�　フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の

程度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準と

なるべき職務の内容は、別表第２に掲げる等級別基準職務表に定めるとおりとする。

３�　フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い任命権者

（法第６条第１項に規定する任命権者をいう。以下同じ。）が決定する。

４�　フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、職種ごとの職務の複雑、困難及び

責任の程度に基づき規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

　（フルタイム会計年度任用職員の給料の支給）

第�５条　給与条例第８条及び第９条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用

する。この場合において、同条第４項中「勤務時間等条例第３条第１項、第４条及び第

５条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について

定められた週休日」と読み替えるものとする。

　（フルタイム会計年度任用職員の給与の減額）

第�６条　フルタイム会計年度任用職員が当該フルタイム会計年度任用職員について定めら

れた勤務時間（以下この条において「正規の勤務時間」という。）中に勤務しないとき

は、時間外勤務代休時間（正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤

務時間を超えてした勤務の時間が１箇月について６０時間を超えた会計年度任用職員に

対して、奈良市職員定数条例（昭和２８年奈良市条例第１号）第１条に定める職員（以

下「常勤職員」という。）の例により指定する時間をいう。以下同じ。）、国民の祝日

に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日（以下この条において「祝

日法による休日」という。）（代休日（任命権者が、会計年度任用職員に祝日法による

休日又は１２月２９日から翌年の１月３日までの日（祝日法による休日を除く。以下こ

の条において「年末年始の休日」という。）（以下この条において「休日」と総称する。）

である勤務時間が割り振られた日に割り振られた勤務時間の全部について特に勤務する

ことを命じた場合において、常勤職員の例により指定する日をいう。以下この条におい

て同じ。）を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度

　�任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。）

又は年末年始の休日（代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を
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勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休

日等」という。）である場合、有給の休暇による場合その他その勤務しないことにつき

任命権者の承認のあった場合を除き、その勤務しない１時間につき、第１２条に規定す

る勤務１時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

　（フルタイム会計年度任用職員の通勤手当）

第７条　給与条例第１６条の４の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

　（フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当）

第�８条　給与条例第１７条（第３項及び第６項を除く。）の規定は、フルタイム会計年度

任用職員について準用する。この場合において、同条第１項中「勤務時間等条例第８条

第１項に規定する正規の勤務時間（以下単に「正規の勤務時間」という。）を超えて勤

務することを命ぜられた職員」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員につい

て定められた勤務時間（以下この条において「正規の勤務時間」という。）を超えて勤

務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとするほか、

必要な技術的読替えは、市長が規則で定める。

　（フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当）

第�９条　給与条例第１８条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。こ

の場合において、同条中「おいて、正規の勤務時間」とあるのは、「おいて、当該フル

タイム会計年度任用職員について定められた勤務時間（以下この条において「正規の勤

務時間」という。）」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、市長が規

則で定める。

　（フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当）

第�１０条　給与条例第１９条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度

任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

　（フルタイム会計年度任用職員の給与の端数計算）

第�１１条　第６条に規定する勤務１時間当たりの給与額並びに第８条の規定により準用す

る給与条例第１７条、第９条の規定により準用する給与条例第１８条及び前条の規定に

より準用する給与条例第１９条の規定により勤務１時間につき支給する時間外勤務手当、

休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、５０銭未満の

端数を生じたときはこれを切り捨て、５０銭以上１円未満の端数を生じたときはこれを
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１円に切り上げるものとする。

　（フルタイム会計年度任用職員の勤務１時間当たりの給与額の算出）

第�１２条　第６条並びに第８条の規定により準用する給与条例第１７条、第９条の規定に

より準用する給与条例第１８条及び第１０条の規定により準用する給与条例第１９条に

規定する勤務１時間当たりの給与額は、給料の月額に１２を乗じ、その額を当該フルタ

イム会計年度任用職員について定められた１週間当たりの勤務時間に５２を乗じたもの

から市長が規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

　（フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当）

第�１３条　給与条例第２１条第１項及び第２項の規定は、フルタイム会計年度任用職員に

ついて準用する。

２�　前項の規定により準用する給与条例第２１条第１項及び第２項の勤務は、第８条の規

定により準用する給与条例第１７条、第９条の規定により準用する給与条例第１８条及

び第１０条の規定により準用する給与条例第１９条の勤務には含まれないものとする。

　（フルタイム会計年度任用職員の期末手当）

第�１４条　給与条例第２４条（第３項及び第５項を除く。）から第２４条の３までの規定

は、任期の定めが６箇月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

２�　任期の定めが６箇月に満たないフルタイム会計年度任用職員の一の会計年度内におけ

る会計年度任用職員としての任期（任命権者を同じくするものに限る。次項及び第２４

条において同じ。）の定めの合計が６箇月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年

度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが６箇月以上のフル

タイム会計年度任用職員とみなす。

３�　６月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員と

して任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期（

　�６箇月未満のものに限る。）の定めと前会計年度における任期（前会計年度の末日を含

む期間の任用に係るものに限る。）の定めとの合計が６箇月以上に至ったときは、第１

項に規定する任期の定めが６箇月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

　（パートタイム会計年度任用職員の報酬）

第�１５条　月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、

当該パートタイム会計年度任用職員について定められた１週間当たりの勤務時間を奈良

市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（平成６年奈良市条例第５０号。以下「
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　�勤務時間等条例」という。）第２条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて

得た額（その額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条

において同じ。）とする。

２�　日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を２１で

除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた１日当たりの

勤務時間を７．７５で除して得た数を乗じて得た額とする。

３�　時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を１６

　�２．７５で除して得た額とする。

４�　前３項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員

の１週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間等条例第２条第１項に規定する勤務時間と

同一であるとした場合に、職種ごとの職務の複雑、困難及び責任の程度に照らして第４

条の規定を適用して得た額とする。

　（パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給）

第�１６条　報酬は、月の１日から末日までを計算期間とし、市長が規則で定める期日に支

給する。

２�　日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、

その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

３�　月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となっ

た日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その

月の末日までの報酬を支給する。

４�　前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の１日から支給するとき以外のと

き、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から

当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数

を基礎として日割りによって計算する。

　（パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額）

第�１７条　月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が当該パート

タイム会計年度任用職員について定められた勤務時間（以下「正規の勤務時間」とい

う。）中に勤務しないときは、時間外勤務代休時間、祝日法による休日等又は年末年始

の休日等である場合、有給の休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者

の承認のあった場合を除き、その勤務しない１時間につき、第２２条第１号に規定する
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勤務１時間当たりの報酬額を減額して報酬を支給する。

２�　日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中

に勤務しないときは、時間外勤務代休時間、有給の休暇による場合その他その勤務しな

いことにつき任命権者の承認のあった場合を除き、その勤務しない１時間につき、第２

　２条第２号に規定する勤務１時間当たりの報酬額を減額して報酬を支給する。

３�　時間額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間

中に勤務しないときは、時間外勤務代休時間、有給の休暇による場合その他その勤務し

ないことにつき任命権者の承認のあった場合を除き、その勤務しない１時間につき、第

２２条第３号に規定する勤務１時間当たりの報酬額を減額して報酬を支給する。

　（パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬）

第�１８条　正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用

職員には、その正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務１時間につき、

第２２条に規定する勤務１時間当たりの報酬額に正規の勤務時間を超えてした次の各号

に掲げる勤務の区分に応じ、それぞれ１００分の１２５から１００分の１５０までの範

囲内で市長が規則で定める割合（その勤務が午後１０時から翌日の午前５時までの間で

ある場合は、その割合に１００分の２５を加算した割合）を乗じて得た額を、時間外勤

務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第１号に掲げ

る勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日

における正規の勤務時間との合計が７時間４５分に達するまでの間の勤務にあっては、

同条に規定する勤務１時間当たりの報酬額に１００分の１００（その勤務が午後１０時

から翌日の午前５時までの間である場合は、１００分の１２５）を乗じて得た額とする。

　⑴�　正規の勤務時間が割り振られた日（次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した

パートタイム会計年度任用職員に休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除

く。）における勤務�

　⑵　前号に掲げる勤務以外の勤務

２�　前項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた１週間の

正規の勤務時間（以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。）を

超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の

正規の勤務時間を超えて勤務した全時間（市長が規則で定める時間を除く。）に対し

て、勤務１時間につき、第２２条に規定する勤務１時間当たりの報酬額に１００分の
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２５から１００分の５０までの範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額を時間

外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変

更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規

の勤務時間との合計が３８時間４５分に達するまでの間の勤務については、この限りで

ない。

３�　次に掲げる時間の合計が１箇月について６０時間を超えたパートタイム会計年度任用

職員には、その６０時間を超えて勤務した全時間に対して、前２項の規定にかかわらず、

勤務１時間につき、第２２条に規定する勤務１時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げ

る時間の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬

として支給する。

　⑴�　第１項の勤務の時間　１００分の１５０（その時間が午後１０時から翌日の午前５

時までの間である場合は、１００分の１７５）

　⑵�　前項の勤務（同項ただし書の勤務を除く。）の時間（次条の規定により休日勤務に

係る報酬が支給されることとなる時間を除く。）　１００分の５０

４�　時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間にパートタ

イム会計年度任用職員が勤務しなかったときは、前項に規定する６０時間を超えて勤務

した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務に係る報酬の

支給に係る時間に対しては、当該時間１時間につき、第２２条に規定する勤務１時間当

たりの報酬額に１００分の１５０（その時間が午後１０時から翌日の午前５時までの間

である場合は、１００分の１７５）から第１項に規定する規則で定める割合（その時間

が午後１０時から翌日の午前５時までの間である場合は、その割合に１００分の２５を

加算した割合）を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務に係る報酬を支給することを

要しない。

　（パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬）

第�１９条　祝日法による休日等（市長が規則で定める職員にあっては、任命権者が定める

日）及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパ

　�ートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、

勤務１時間につき、第２２条に規定する勤務１時間当たりの報酬額に１００分の１２５

から１００分の１５０までの範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤

務に係る報酬として支給する。これらの日に準ずるものとして市長が規則で定める日に
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おいて勤務したパートタイム会計年度任用職員についても、同様とする。

　（パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬）

第�２０条　正規の勤務時間として午後１０時から翌日の午前５時までの間に勤務すること

を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、

勤務１時間につき、第２２条に規定する勤務１時間当たりの報酬額の１００分の２５を

夜間勤務に係る報酬として支給する。

　（パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数計算）

第�２１条　第１７条各項に規定する勤務１時間当たりの報酬額及び前３条の規定により勤

務１時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、５０銭未満の端

数を生じたときはこれを切り捨て、５０銭以上１円未満の端数を生じたときはこれを１

円に切り上げるものとする。

　（パートタイム会計年度任用職員の勤務１時間当たりの報酬額の算出）

第�２２条　第１７条から第２０条までに規定する勤務１時間当たりの報酬額は、次の各号

に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

　⑴�　月額による報酬　当該パートタイム会計年度任用職員について定められた月額に１

　　�２を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた１週間当

たりの勤務時間に５２を乗じたものから市長が規則で定める時間を減じたもので除し

て得た額

　⑵�　日額による報酬　当該パートタイム会計年度任用職員について定められた日額を当

該パートタイム会計年度任用職員について定められた１日当たりの勤務時間で除して

得た額

　⑶�　時間額による報酬　当該パートタイム会計年度任用職員について定められた時間額

　（パートタイム会計年度任用職員の宿日直勤務に係る報酬）

第�２３条　宿日直勤務を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その勤務１回に

つき、４，４００円（執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の２分の

１に相当する時間である日で市長が規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる

宿直勤務にあっては、６，６００円）を超えない範囲内において市長が規則で定める額

を宿日直勤務に係る報酬として支給する。

２�　常直的な宿日直勤務を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、前項の規定に

かかわらず勤務１箇月につき、２２，０００円を超えない範囲内において市長が規則で
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定める額を、宿日直勤務に係る報酬として支給する。

３�　前２項の勤務は、第１８条から第２０条までの勤務には含まれないものとする。

　（パートタイム会計年度任用職員の期末手当）

第�２４条　給与条例第２４条（第３項及び第５項を除く。）から第２４条の３までの規定

は、任期の定めが６箇月以上のパートタイム会計年度任用職員（１週間当たりの勤務時

間が著しく少ない者として市長が規則で定める者及び従事する業務の性質等を考慮して

市長が規則で定める者を除く。以下この条において同じ。）について準用する。この場

合において、給与条例第２４条第４項中「給料（育児短時間勤務職員にあつては、給料

の月額を育児短時間勤務算出率で除して得た額）及び扶養手当の月額並びにこれらに対

する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「報酬の月額（日額又は時間額で報酬が定

められたパートタイム会計年度任用職員にあつては、それぞれその基準日（退職し、若

しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した

日）以前６箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬

（フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して市長が規則で定める額を除く。）の

１箇月当たりの平均額）」と読み替えるものとする。

２�　任期の定めが６箇月に満たないパートタイム会計年度任用職員の一の会計年度内にお

ける会計年度任用職員としての任期の定めの合計が６箇月以上に至ったときは、当該パ

　�ートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが

６箇月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

３�　６月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員と

して任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期

の定め（６箇月未満のものに限る。）と前会計年度における任期（前会計年度の末日を

含む期間の任用に係るものに限る。）の定めとの合計が６箇月以上に至ったときは、第

１項に規定する任期の定めが６箇月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

　（市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与）

第�２５条　第２条から第１４条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が

特に必要と認めるフルタイム会計年度任用職員の給料については、常勤職員との権衡及

びその職務の特殊性等を考慮し、月額４５０，０００円を超えない範囲内において任命

権者が別に定めるものとする。

２�　第２条、第３条及び第１５条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考
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慮し市長が特に必要と認めるパートタイム会計年度任用職員の報酬については、常勤職

員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、月額にあっては４５０，０００円を、日

額にあっては第１５条第２項の規定を適用して得た額を、時間額にあっては同条第３項

の規定を適用して得た額をそれぞれ超えない範囲内において任命権者が別に定めるもの

とする。この場合において、同条第２項及び第３項中「基準月額」とあるのは、「４５

　０，０００円」と読み替えるものとする。

　（パートタイム会計年度任用職員に対する通勤に係る費用弁償）

第�２６条　パートタイム会計年度任用職員が給与条例第１６条の４第１項各号に定める通

勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

２�　通勤に係る費用弁償の額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める

額とする。

　⑴　月額による報酬　５５，０００円を超えない範囲内で市長が規則で定める額

　⑵�　日額及び時間額による報酬　２，６００円を超えない範囲内で市長が規則で定める

額

３　通勤に係る費用弁償の支給日については、市長が規則で定める。

４　通勤に係る費用弁償の返納については、常勤職員の通勤手当の例による。

　（パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償）

第�２７条　パートタイム会計年度任用職員が公務のため旅行した場合においては、職員等

の旅費に関する条例（昭和２７年奈良市条例第３号）別表第３項に掲げる職員の旅費の

例により旅行に係る費用弁償を支給する。

　（その他）

第２８条　この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この条例は、令和２年４月１日から施行する。

　（経過措置）

２�　令和２年６月に期末手当を支給する場合において、この条例の施行の日（以下この項

において「施行日」という。）に会計年度任用職員として任用された者で、施行日の前

日まで附則第５項の規定による改正前の奈良市一般職の職員の給与に関する条例第４０

条第１号に掲げる臨時職員（以下この項において「臨時職員」という。）又は同条第２号
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に掲げる非常勤の職員（以下この項において「非常勤の職員」という。）として任用さ

れていたものの在職期間を算定するときは、施行日の前日の属する年度において臨時職

員又は非常勤の職員として任用されていた期間を、この条例の適用を受ける職員として

在職した期間とみなす。

　（奈良市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正）

３�　奈良市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例（平成２４年奈良市条

例第９号）の一部を次のように改正する。

　�　第６条の３第３項中「及び第４０条」及び「と、給与条例第４０条中「再任用短時間

勤務職員」とあるのは「任期付短時間勤務職員」」を削る。

　（奈良市職員の育児休業等に関する条例の一部改正）

４�　奈良市職員の育児休業等に関する条例（平成４年奈良市条例第７号）の一部を次のよ

うに改正する。

　�　第１７条の４第２項中「及び第４０条」及び「と、同条例第４０条中「再任用短時間

勤務職員」とあるのは「短時間勤務職員」」を削る。

　（奈良市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正）

５�　奈良市一般職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

　�　第３９条中「教員（」の次に「法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員（

　�以下「会計年度任用職員」という。）並びに」を加える。

　　第４０条の前の見出しを削り、同条を次のように改める。

　　（会計年度任用職員の給与）

　第�４０条　会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、別に条

例で定める。

　　第４１条及び第４２条を削り、第４３条を第４１条とする。

別表第１（第４条関係）

給　　料　　表

職務
の級 １　　級 ２　　級 ３　　級

号給 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円

１ １４４，１００ １９４，０００ ２３０，０００
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２ １４５，２００ １９５，８００ ２３１，６００

３ １４６，４００ １９７，６００ ２３３，１００

４ １４７，５００ １９９，４００ ２３４，７００

５ １４８，６００ ２００，９００ ２３６，１００

６ １４９，７００ ２０２，７００ ２３７，８００

７ １５０，８００ ２０４，５００ ２３９，３００

８ １５１，９００ ２０６，３００ ２４０，９００

９ １５３，０００ ２０７，９００ ２４２，１００

１０ １５４，４００ ２０９，７００ ２４３，６００

１１ １５５，７００ ２１１，５００ ２４５，２００

１２ １５７，０００ ２１３，３００ ２４６，６００

１３ １５８，３００ ２１４，７００ ２４８，１００

１４ １５９，８００ ２１６，５００ ２４９，６００

１５ １６１，３００ ２１８，２００ ２５０，９００

１６ １６２，９００ ２２０，０００ ２５２，３００

１７ １６４，２００ ２２１，７００ ２５３，８００

１８ １６５，７００ ２２３，４００ ２５５，４００

１９ １６７，２００ ２２５，０００ ２５７，１００

２０ １６８，７００ ２２６，６００ ２５８，９００

２１ １７０，１００ ２２８，０００ ２６０，５００

２２ １７２，８００ ２２９，７００ ２６２，３００

２３ １７５，４００ ２３１，３００ ２６４，０００

２４ １７８，０００ ２３２，９００ ２６５，７００

２５ １８０，７００ ２３４，０００ ２６７，６００

２６ １８２，４００ ２３５，５００ ２６９，５００

２７ １８４，０００ ２３６，９００ ２７１，３００

２８ １８５，７００ ２３８，２００ ２７３，１００

２９ １８７，２００ ２３９，５００ ２７４，８００

３０ １８８，９００ ２４０，７００ ２７６，７００

３１ １９０，７００ ２４１，７００ ２７８，６００
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３２ １９２，４００ ２４２，９００ ２８０，３００

３３ １９４，０００ ２４４，２００ ２８１，８００

３４ １９５，４００ ２４５，３００ ２８３，７００

３５ １９６，９００ ２４６，５００ ２８５，５００

３６ １９８，４００ ２４７，８００ ２８７，４００

３７ １９９，７００ ２４８，７００ ２８９，０００

３８ ２０１，０００ ２５０，１００ ２９０，７００

３９ ２０２，２００ ２５１，５００ ２９２，５００

４０ ２０３，５００ ２５２，９００ ２９４，３００

４１ ２０４，８００ ２５４，３００ ２９５，８００

４２ ２０６，１００ ２５５，７００ ２９７，５００

４３ ２０７，４００ ２５７，１００ ２９９，０００

４４ ２０８，７００ ２５８，４００ ３００，６００

４５ ２０９，８００ ２５９，６００ ３０２，２００

４６ ２１１，１００ ２６０，９００ ３０３，９００

４７ ２１２，４００ ２６２，３００ ３０５，５００

４８ ２１３，７００ ２６３，６００ ３０７，２００

４９ ２１４，８００ ２６４，７００ ３０８，１００

５０ ２１５，９００ ２６５，８００ ３０９，６００

５１ ２１６，９００ ２６７，１００ ３１１，１００

５２ ２１８，０００ ２６８，４００ ３１２，７００

５３ ２１９，１００ ２６９，４００ ３１４，３００

５４ ２２０，１００ ２７０，５００ ３１５，９００

５５ ２２１，０００ ２７１，８００ ３１７，５００

５６ ２２２，０００ ２７３，１００ ３１９，０００

５７ ２２２，４００ ２７４，０００ ３２０，５００

５８ ２２３，３００ ２７５，０００ ３２１，７００

５９ ２２４，１００ ２７５，９００ ３２２，９００

６０ ２２４，９００ ２７７，０００ ３２４，１００

６１ ２２５，６００ ２７８，１００ ３２４，８００
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６２ ２２６，６００ ２７９，１００ ３２５，７００

６３ ２２７，４００ ２８０，０００ ３２６，５００

６４ ２２８，３００ ２８１，０００ ３２７，３００

６５ ２２９，０００ ２８１，５００ ３２８，２００

６６ ２２９，８００ ２８２，４００ ３２８，６００

６７ ２３０，７００ ２８３，１００ ３２９，３００

６８ ２３１，７００ ２８４，０００ ３３０，１００

６９ ２３２，４００ ２８５，０００ ３３０，９００

７０ ２３３，１００ ２８５，８００ ３３１，６００

７１ ２３３，７００ ２８６，６００ ３３２，３００

７２ ２３４，５００ ２８７，４００ ３３３，０００

７３ ２３５，３００ ２８８，２００ ３３３，５００

７４ ２３６，０００ ２８８，７００ ３３４，１００

７５ ２３６，７００ ２８９，１００ ３３４，６００

７６ ２３７，３００ ２８９，６００ ３３５，２００

７７ ２３８，０００ ２８９，８００ ３３５，５００

７８ ２３８，８００ ２９０，１００ ３３６，０００

７９ ２３９，６００ ２９０，３００ ３３６，４００

８０ ２４０，３００ ２９０，７００ ３３６，９００

８１ ２４０，８００ ２９０，９００ ３３７，３００

８２ ２４１，５００ ２９１，１００ ３３７，８００

８３ ２４２，２００ ２９１，５００ ３３８，３００

８４ ２４２，９００ ２９１，８００ ３３８，８００

８５ ２４３，５００ ２９２，１００ ３３９，１００

８６ ２４４，２００ ２９２，４００ ３３９，５００

８７ ２４４，９００ ２９２，７００ ３４０，０００

８８ ２４５，６００ ２９３，１００ ３４０，４００

８９ ２４６，１００ ２９３，４００ ３４０，７００

９０ ２４６，６００ ２９３，８００ ３４１，１００

９１ ２４６，９００ ２９４，１００ ３４１，６００
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９２ ２４７，３００ ２９４，５００ ３４２，０００

９３ ２４７，６００ ２９４，７００ ３４２，２００

９４ ２９４，９００ ３４２，６００

９５ ２９５，２００ ３４３，１００

９６ ２９５，６００ ３４３，５００

９７ ２９５，８００ ３４３，７００

９８ ２９６，１００ ３４４，１００

９９ ２９６，５００ ３４４，５００

１００ ２９６，９００ ３４４，８００

１０１ ２９７，１００ ３４５，１００

１０２ ２９７，４００ ３４５，５００

１０３ ２９７，８００ ３４５，９００

１０４ ２９８，１００ ３４６，３００

１０５ ２９８，３００ ３４６，８００

１０６ ２９８，６００ ３４７，２００

１０７ ２９９，０００ ３４７，６００

１０８ ２９９，３００ ３４８，０００

１０９ ２９９，５００ ３４８，５００

１１０ ２９９，９００ ３４８，９００

１１１ ３００，３００ ３４９，２００

１１２ ３００，６００ ３４９，５００

１１３ ３００，８００ ３５０，０００

１１４ ３０１，０００

１１５ ３０１，３００

１１６ ３０１，７００

１１７ ３０１，９００

１１８ ３０２，１００

１１９ ３０２，４００

１２０ ３０２，７００

１２１ ３０３，１００
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別表第２（第４条関係）

等級別基準職務表

　（提案理由）

　地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、会計年度任用職員の

給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めようとするものである。

職務の級 基準となる職務

１級 一定の知識、技術、経験等を要する職務

２級 やや高度な知識、技術、経験等を要する職務

３級 相当高度な知識、技術、経験等を要する職務

１２２ ３０３，３００

１２３ ３０３，６００

１２４ ３０３，９００

１２５ ３０４，２００
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奈良市議案第９１号

奈良市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例等の
一部改正について　　　　　　　　　　　　　　　　　

　奈良市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例等の一部を次のように改正しようと

する。

　　令和元年９月１１日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

　　　�奈良市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例等の一部を改正する条例

　（奈良市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正）

第�１条　奈良市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成１７年奈良市条例第７

　０号）の一部を次のように改正する。

　�　第３条中「占める職員」の次に「及び同法第２２条の２第１項第２号に掲げる職員」

を加える。

　�（外国の地方公共団体の機関等に派遣される奈良市職員の処遇等に関する条例及び公益

的法人等への奈良市職員の派遣等に関する条例の一部改正）

第２条　次に掲げる条例の規定中「第２２条第１項」を「第２２条」に改める。

　⑴�　外国の地方公共団体の機関等に派遣される奈良市職員の処遇等に関する条例（平成

１０年奈良市条例第６号）第２条第２項第３号

　⑵�　公益的法人等への奈良市職員の派遣等に関する条例（平成１４年奈良市条例第１０

号）第２条第２項第３号

　（奈良市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正）

第�３条　奈良市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（平成６年奈良市条例第５０

号）の一部を次のように改正する。

　�　第１９条の見出し中「臨時又は非常勤の職員」を「会計年度任用職員」に改め、同条

　�中「臨時又は非常勤の職員（再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を除く。

　�）」を「地方公務員法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員」に改める。

－ 146 － － 147 －



　（奈良市職員の育児休業等に関する条例の一部改正）

第�４条　奈良市職員の育児休業等に関する条例（平成４年奈良市条例第７号）の一部を次

のように改正する。

　�　第７条第２項中「している職員」の次に「（地方公務員法第２２条の２第１項に規定

する会計年度任用職員を除く。）」を加える。

　�　第８条中「した職員」の次に「（地方公務員法第２２条の２第１項に規定する会計年

度任用職員を除く。）」を加える。

　（職員の分限に関する基準、手続及び効果に関する条例の一部改正）

第�５条　職員の分限に関する基準、手続及び効果に関する条例（昭和２６年奈良市条例第

４６号）の一部を次のように改正する。

　�　第４条第１項中「こえない」を「超えない」に改め、同条第２項中「こえない」を「

　�超えない」に改め、同項ただし書中「こえて」を「超えて」に改め、同条第３項中「す

みやかに」を「速やかに」に改め、同条に次の２項を加える。

　５�　法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員に対する第１項の規定の適用に

ついては、同項中「３年を超えない」とあるのは「法第２２条の２第２項の規定によ

り任命権者が定める任期の」と、「３年に」とあるのは「法第２２条の２第２項の規

定により任命権者が定める任期に」とする。

　６�　法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員に対する第２項の規定の適用に

ついては、同項中「３年を超えない」とあるのは「法第２２条の２第２項の規定によ

り任命権者が定める任期の」と、「３年を超えて」とあるのは「同項の規定により任

命権者が定める任期の範囲内において」とする。

　　第６条第２項中「法第２２条第５項」を「法第２２条の３第４項」に改める。

　（職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正）

第�６条　職員の懲戒の手続及び効果に関する条例（昭和２６年奈良市条例第４７号）の一

部を次のように改正する。

　�　第５条中「給料」の次に「（法第２２条の２第１項第１号に掲げる職員については、

報酬の額（奈良市一般職の職員の給与に関する条例（昭和３２年奈良市条例第２１号）

第１７条に規定する時間外勤務手当、第１８条に規定する休日勤務手当、第１９条に規

定する夜間勤務手当及び第２１条に規定する宿日直手当に相当する額を除く。））」を

加える。
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　（奈良市報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正）

第�７条　奈良市報酬及び費用弁償に関する条例（昭和２７年奈良市条例第３０号）の一部

を次のように改正する。

　�　第１条中「第４項」を「第５項」に改め、「職員」の次に「（地方公務員法（昭和２

　�５年法律第２６１号）第２２条の２第１項第１号に掲げる職員を除く。）」を加える。

　（奈良市職員の退職手当に関する条例の一部改正）

第�８条　奈良市職員の退職手当に関する条例（昭和５９年奈良市条例第６号）の一部を次

のように改正する。

　　第２条中「臨時職員、地方公務員法」を「地方公務員法」に改める。

　　　附　則

　この条例は、令和２年４月１日から施行する。

　（提案理由）

　地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、会計年度任用職員に

関し所要の規定の整備を行おうとするものである。
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奈良市議案第９２号

奈良市手数料条例の一部改正について

　奈良市手数料条例の一部を次のように改正しようとする。

　　令和元年９月１１日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

　　　�奈良市手数料条例の一部を改正する条例

　奈良市手数料条例（平成１２年奈良市条例第４号）の一部を次のように改正する。

　別表第７９項中「１，５８０，０００円」を「１，５９０，０００円」に、「１，９４

０，０００円」を「１，９５０，０００円」に、「２，２６０，０００円」を「２，２７

０，０００円」に改める。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この条例は、公布の日から施行する。

　（経過措置）

２�　この条例による改正後の奈良市手数料条例別表第７９項の規定は、この条例の施行の

日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、な

お従前の例による。

　（提案理由）

　地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴い、危険物の貯蔵所の設置許

可の申請に係る審査手数料を改定しようとするものである。
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奈良市議案第９３号

奈良市立こども園設置条例等の一部改正について

　奈良市立こども園設置条例等の一部を次のように改正しようとする。

　　令和元年９月１１日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

　　　奈良市立こども園設置条例等の一部を改正する条例

　（奈良市立こども園設置条例の一部改正）

第�１条　奈良市立こども園設置条例（平成２６年奈良市条例第５２号）の一部を次のよう

に改正する。

　　第２条の表奈良市立鶴舞こども園の項を削る。

　（奈良市立保育所設置条例の一部改正）

第�２条　奈良市立保育所設置条例（平成１７年奈良市条例第２６号）の一部を次のように

改正する。

　　第２条の表右京保育園の項を削る。

　（奈良市立学校設置条例の一部改正）

第�３条　奈良市立学校設置条例（昭和３９年奈良市条例第１６号）の一部を次のように改

正する。

　　第２条の表幼稚園の部奈良市立平城西幼稚園の項を削る。

　　　附　則

　この条例は、令和２年４月１日から施行する。

　（提案理由）

　奈良市幼保再編基本計画及び実施計画に基づき、こども園、保育所及び幼稚園の一部を

再編するため、関係条例の規定を整備しようとするものである。
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奈良市議案第９４号

奈良市立保育所設置条例の一部改正について

　奈良市立保育所設置条例の一部を次のように改正しようとする。

　　令和元年９月１１日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

　　　�奈良市立保育所設置条例の一部を改正する条例

　奈良市立保育所設置条例（平成１７年奈良市条例第２６号）の一部を次のように改正す

る。

　第２条の表三笠保育園の項中「奈良市西之阪町９番地」を「奈良市西之阪町５番地の１

」に、「１２０人」を「１６０人」に改める。

　　　附　則

　この条例は、規則で定める日から施行する。

　（提案理由）

　三笠保育園の移転に伴い、同園の位置及び定員を改正しようとするものである。
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奈良市議案第９５号

奈良市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の
利用者負担等に関する条例の一部改正について　　　

　奈良市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例の一部

を次のように改正しようとする。

　　令和元年９月１１日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

　　　�奈良市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例の

一部を改正する条例

　奈良市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例（平成

２７年奈良市条例第８号）の一部を次のように改正する。

　「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に、「支給認定子ども」を「教育

・保育給付認定子ども」に改める。

　　　附　則

　この条例は、公布の日から施行する。

　（提案理由）

　子ども・子育て支援法の一部改正に伴い、所要の文言整理を行おうとするものである。
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奈良市議案第９６号

奈良市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する
基準を定める条例の一部改正について　　　　　

　奈良市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を次のように

改正しようとする。

　　令和元年９月１１日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

　　　�奈良市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例

　奈良市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年奈良市

条例第３６号）の一部を次のように改正する。

　第７条第２項中「適用しないこと」の次に「とすること」を加え、同条に次の２項を加

える。

４�　市長は、家庭的保育事業者等による第１項第３号に掲げる事項に係る連携施設の確保

が著しく困難であると認めるときは、同号の規定を適用しないこととすることができる。

５�　前項の場合において、家庭的保育事業者等は、法第５９条第１項に規定する施設のう

ち、次に掲げるもの（入所定員が２０人以上のものに限る。）であって、市長が適当と

認めるものを第１項第３号に掲げる事項に係る連携協力を行う者として適切に確保しな

ければならない。

　⑴�　子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第５９条の２第１項の規定によ

る助成を受けている者の設置する施設（法第６条の３第１２項に規定する業務を目的

とするものに限る。）

　⑵�　法第６条の３第１２項及び第３９条第１項に規定する業務を目的とする施設であっ

て、法第６条の３第９項第１号に規定する保育を必要とする乳児・幼児の保育を行う

ことに要する費用に係る地方公共団体の補助を受けているもの

　第１７条第２項第４号中「、乳幼児」を「、利用乳幼児」に改め、「。附則第３項にお
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いて同じ」を削る。

　第２４条第２項第２号中「法第３４条の２０第１項第４号」を「法第３４条の２０第１

項第３号」に改める。

　第３８条第２号中「（平成２４年法律第６５号）」を削る。

　第４６条に次の１項を加える。

２�　保育所型事業所内保育事業を行う者のうち、法第６条の３第１２項第２号に規定する

事業を行うものであって、市長が適当と認めるもの（附則第４項において「特例保育所

型事業所内保育事業者」という。）については、第７条第１項本文の規定にかかわらず、

連携施設の確保をしないことができる。

　附則第３項中「（第２３条に規定する家庭的保育事業を行う場所において実施されるも

のに限る。）」を削り、附則第４項中「家庭的保育事業者等」の次に「（特例保育所型事

業所内保育事業者を除く。）」を加え、「５年」を「１０年」に改める。

　　　附　則

　この条例は、公布の日から施行する。

　（提案理由）

　基準省令の一部改正に伴い、家庭的保育事業所等における連携施設の確保の例外等に係

る規定の整備を行おうとするものである。
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奈良市議案第９７号

奈良市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の
運営に関する基準を定める条例の全部改正について　

　奈良市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の

全部を次のように改正しようとする。

　　令和元年９月１１日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

　　　�奈良市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例

　奈良市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

（平成２６年奈良市条例第３７号）の全部を改正する。

　（趣旨）

第�１条　この条例は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下「法」とい

う。）第３４条第２項及び法第４６条第２項の規定に基づき、特定教育・保育施設及び

特定地域型保育事業の運営に関する基準を定めるものとする。

　（定義）

第�２条　この条例において使用する用語の意義は、法及び特定教育・保育施設及び特定地

域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準（平成２６年内

閣府令第３９号。以下「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業基準」という。）

において使用する用語の例による。

　（特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準）

第�３条　特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準は、次条に定め

るもののほか、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業基準の定めるところによる。

　（暴力団の排除）

第�４条　特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者は、その運営に当たっては、奈良

市暴力団排除条例（平成２４年奈良市条例第２４号）第２条第１号に規定する暴力団を
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利することとならないようにしなければならない。

　（委任）

第５条　この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

　　　附　則

　（施行期日）

第１条　この条例は、公布の日から施行する。

　（特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業基準の規定の引用に関する経過措置）

第�２条　�第３条の規定の適用に関する経過措置は、特定教育・保育施設及び特定地域型保

育事業基準の附則及び特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業基準を改正する内閣

府令の附則に規定する経過措置の例による。

　（提案理由）

　基準府令の一部改正に伴い、特定地域型保育事業における連携施設の確保の例外等に係

る規定の整備を行うほか、独自基準の明確化の観点から、条例の構造を基準府令を引用す

る方式に改めようとするものである。
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奈良市議案第９８号

奈良市老人憩の家条例の一部改正について

　奈良市老人憩の家条例の一部を次のように改正しようとする。

　　令和元年９月１１日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

　　　奈良市老人憩の家条例の一部を改正する条例

　奈良市老人憩の家条例（昭和４７年奈良市条例第５５号）の一部を次のように改正する。

　第２条の表奈良市西之阪老人憩の家の項を削る。

　　　附　則

　この条例は、公布の日から施行する。

　（提案理由）

　地域施設の再編に伴い、西之阪老人憩の家を廃止しようとするものである。
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奈良市議案第９９号

奈良市歴史的建築物の建築基準法適用除外に関する条例の
制定について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　奈良市歴史的建築物の建築基準法適用除外に関する条例を次のように制定しようとする。

　　令和元年９月１１日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

　　　奈良市歴史的建築物の建築基準法適用除外に関する条例

目次

　第１章　総則（第１条・第２条）

　第２章　保存建築物の登録等（第３条－第６条）

　第３章　保存建築物等に関する制限

　　第１節　現状変更の規制（第７条・第８条）

　　第２節　保存のための措置（第９条－第１３条）

　第４章　雑則（第１４条－第１７条）

　第５章　罰則（第１８条）

　附則

　　　第１章　総則

　（目的）

第�１条　この条例は、市内に存する歴史的な価値を有する建築物を保存し、歴史文化観光

資源として活用し、並びにその安全性の向上及び維持を図るための措置に関し必要な事

項を定めることにより、市民及び地域にとってかけがえのない貴重な資源である当該建

築物を最も良好な状態で将来の世代に継承することを目的とする。

　（定義）

第�２条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。

　⑴�　対象建築物　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）の規

－ 158 － － 159 －



定が適用されるに至った際現に存し、又はその際現に建築、修繕若しくは模様替の工

事中であった建築物のうち、次のいずれかに該当するものをいう。

　　ア�　文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）第５７条第１項の規定により登録さ

れた有形文化財

　　イ�　景観法（平成１６年法律第１１０号）第１９条第１項の規定により指定された景

観重要建造物

　　ウ�　地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（平成２０年法律第４０

号）第１２条第１項の規定により指定された歴史的風致形成建造物

　　エ�　奈良県文化財保護条例（昭和５２年３月奈良県条例第２６号）第４条第１項に規

定する県指定有形文化財

　　オ�　奈良市文化財保護条例（昭和５３年奈良市条例第７号）第４条第１項に規定する

指定文化財

　　カ�　なら・まほろば景観まちづくり条例（平成２年奈良市条例第１２号）第１８条第

２項第２号に規定する伝統的建造物

　　キ　その他前条の目的に適合するものとして市長が別に指定したもの

　⑵　移築　建築物を他の敷地に移して新築することをいう。

　⑶�　増築等　建築物の増築、改築、移転、移築若しくは用途の変更又は修繕若しくは模

様替をいう。

　⑷�　保存活用計画　次に掲げる事項を定めた対象建築物の保存及び活用に係る計画をい

う。

　　ア�　当該対象建築物の保存を図りながら、これを活用するために必要な増築等の工事

の内容

　　イ　当該対象建築物の安全性に関する事項

　　ウ　当該対象建築物の維持管理に関する事項

　　エ�　その他市長が当該対象建築物の良好な保存及び活用並びに当該対象建築物が存す

る敷地の周辺の環境の保全を図るために必要と認める事項

　⑸�　保存建築物　対象建築物のうち、第４条第１項の規定による登録を受けたものをい

う。

　⑹�　保存対象敷地　保存建築物が存する敷地（保存活用計画において対象建築物を移築

することとする場合にあっては、移築後の敷地）をいう。
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　　　第２章　保存建築物の登録等

　（所有者による登録の申請）

第�３条　対象建築物の所有者は、当該対象建築物の保存及び活用を図るため、法第３条第

１項第３号の規定に基づく指定を必要とするときは、市長に対し、当該対象建築物を保

存建築物として登録することを申請することができる。

２�　前項の規定による申請を行おうとする者は、当該対象建築物に係る保存活用計画を策

定し、市長に提出しなければならない。

３�　第１項の規定による申請を行おうとする者は、その者以外に当該対象建築物が存する

敷地（保存活用計画において当該対象建築物を移築することとする場合にあっては、移

築後の敷地）について所有権又は借地権を有する者があるときは、あらかじめ、当該申

請の内容について、これらの者の同意を得なければならない。

　（保存建築物の登録等）

第�４条　市長は、前条第１項の規定による申請を受けた場合において、当該対象建築物の

保存及び活用を図るために法第３条第１項第３号の規定に基づく指定を行う必要があり、

かつ、当該対象建築物に係る保存活用計画について交通上、安全上、防火上及び衛生上

支障がないと認めるときは、当該対象建築物を保存建築物登録簿に登録するものとする。

２�　市長は、前項の規定による登録をしようとするときは、あらかじめ、奈良市建築審査

会条例（昭和４９年奈良市条例第８号）第１条に規定する奈良市建築審査会の意見を聴

くとともに、その同意を得なければならない。

３�　市長は、第１項の規定による登録をしたときは、その旨を当該保存建築物の所有者に

通知しなければならない。

４�　市長は、第１項の規定による登録をしたときは、遅滞なくその旨を公告するとともに、

保存対象敷地及び当該保存対象敷地内に存する建築物の位置その他規則で定める事項を

表示した図書をその事務所に備えて、一般の縦覧に供さなければならない。

５　第１項の規定による登録は、前項の規定による公告によって、その効力を生じる。

６�　市長は、第１項の規定による登録の際には、当該対象建築物について、法第３条第１

項第３号の規定による指定を行うための必要な手続をとるものとする。

　（登録の変更）

第�５条　保存建築物の所有者は、保存建築物に係る保存活用計画の変更（規則で定める軽

微な変更を除く。）をしようとするときは、市長に対し、変更の登録（以下「変更登録」
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という。）を申請しなければならない。

２�　第３条第３項の規定は、前項の規定による申請について準用する。この場合におい

て、同項中「第１項の規定による申請」とあるのは、「変更登録の申請」と読み替える

ものとする。

３�　市長は、第１項の規定による申請を受けた場合において、当該申請の内容が当該保存

建築物の保存及び活用を図るために必要であり、かつ、変更後の保存活用計画について

交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるときは、変更登録をすることが

できる。

４�　市長は、前項の変更登録をしたときは、遅滞なくその旨を公告するとともに、前条第

４項の図書の表示する事項について所要の変更をしなければならない。

５�　前条第２項、第３項及び第５項の規定は、変更登録について準用する。この場合にお

いて、前条第２項中「前項の規定による登録」とあり、並びに同条第３項及び第５項中

「第１項の規定による登録」とあるのは、「変更登録」と読み替えるものとする。

６�　第３項の変更登録をしたときは、従前の登録は、当該変更登録に係る第４項の規定に

よる公告があった日から将来に向かって、その効力を失う。

　（登録の抹消）

第�６条　市長は、保存建築物について、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、

遅滞なく当該保存建築物の登録を抹消しなければならない。

　⑴　法第３条第１項第１号又は第２号に規定する建築物に該当するに至ったとき。

　⑵　滅失、毀損その他の事由によりその登録の理由が消滅したとき。

２�　市長は、保存建築物について、公益上の理由その他の特別な理由があると認めるとき

は、その登録を抹消することができる。

３�　市長は、前２項の規定により保存建築物の登録を抹消したときは、遅滞なくその旨及

びその理由を公告するとともに、当該抹消を受けた保存建築物の所有者に通知しなけれ

ばならない。

４�　市長は、第１項又は第２項の規定により保存建築物の登録を抹消したときは、遅滞なく

当該建築物に係る法第３条第１項第３号の規定に基づく指定を解除するために必要な手

続をとらなければならない。

　　　第３章　保存建築物等に関する制限

　　　　第１節　現状変更の規制
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　（現状変更等の許可等）

第�７条　保存対象敷地内において増築等をしようとする者又は保存建築物に関しその形状

を変更し、若しくはその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめ、市

長の許可を受けなければならない。ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他規則で

定める行為及び非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、この限りで

ない。

２�　市長は、前項の許可の申請があった場合において、当該申請に係る行為が、保存活用

計画の内容と相違するときは、同項の許可をしてはならない。

３�　市長は、第１項の許可の申請があった場合において、当該保存建築物の保存のために

必要があると認めるときは、許可に必要な条件を付することができる。

４�　第１項の許可は、法第６条第１項若しくは第６条の２第１項（法第８７条第１項にお

いて準用する場合を含む。）の規定による確認の申請又は法第１８条第２項（法第８７

条第１項において準用する場合を含む。）の規定による通知を要するものであるときは、

当該申請又は通知をしようとする日までに受けなければならない。

５�　第１項の許可に係る工事は、当該許可を受けた後でなければ、これを施工してはなら

ない。

　（完了検査）

第�８条　前条第１項の許可を受けた者は、当該許可に係る工事を完了したときは、規則で

定めるところにより、市長に検査を申請しなければならない。

２�　前項の規定による申請は、同項の工事が完了した日から４日以内に行わなければなら

ない。ただし、申請をしなかったことについて規則で定めるやむを得ない理由があると

きは、この限りでない。

３�　市長は、第１項の規定による申請があったときは、当該申請を受けた日から７日以内

に、当該申請に係る保存建築物が当該許可の内容に適合しているか否かを検査しなけれ

ばならない。

４�　市長は、前項の規定による検査を行った場合において、同項の保存建築物が当該許可

の内容に適合していることを認めたときは、その旨を第１項の規定による申請をした者

に通知するものとする。

　　　　第２節　保存のための措置

　（所有者の管理義務等）
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第�９条　保存建築物の所有者は、保存活用計画に従って、当該保存建築物の保存及び活用

を図らなければならない。

２�　保存建築物の所有者は、当該保存建築物の管理に関する責任者（以下「保存管理責任

者」という。）を選任することができる。

３�　保存建築物の所有者は、前項の規定により保存管理責任者を選任したときは、遅滞な

くその旨を市長に届け出なければならない。保存管理責任者を解任し、又は変更したと

きも、また同様とする。

４　第１項の規定は、保存管理責任者について準用する。

５�　保存建築物の所有者又は保存管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更し

たときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

６�　保存建築物の所有者を変更したときは、新たに所有者となった者は、遅滞なくその旨

を市長に届け出なければならない。

　（維持管理の報告等）

第�１０条　保存建築物の所有者又は保存管理責任者は、当該保存建築物について、当該保

存建築物に係る保存活用計画の維持管理に関する事項に従い、定期的にその状況の調査

を行い、その結果を市長に報告しなければならない。

２�　市長は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、保存建築物の所有者

又は保存管理責任者に対し、当該保存建築物の現状又は管理若しくは工事の状況につい

て報告又は資料の提出を求めることができる。

　（管理に関する助言、勧告及び命令）

第�１１条　市長は、保存建築物の所有者又は保存管理責任者に対し、当該保存建築物を保

存するために必要な助言を行うことができる。

２�　市長は、保存建築物の構造若しくは建築設備又は保存対象敷地の管理が適当でないた

め当該保存建築物の損傷、腐食その他の劣化が進み、そのまま放置すれば保安上著しく

危険な状態となり、又は衛生上著しく有害となるおそれがあると認める場合においては、

当該保存建築物若しくは当該保存対象敷地の所有者又は保存管理責任者に対し、相当の

猶予期限を付けて、管理の方法の改善その他管理に関し必要な措置をとることを勧告す

ることができる。

３�　市長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に係る措置をと

らなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予
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期限を付けて、当該勧告に係る措置をとることを命じることができる。

　（監督処分）

第�１２条　市長は、この条例の規定若しくは第７条第３項の条件に違反した保存建築物若

しくは保存対象敷地内の保存建築物以外の建築物（以下「保存建築物等」という。）の

建築主、当該保存建築物等に関する工事の請負人（請負工事の下請人を含む。次項にお

いて同じ。）若しくは現場管理者又は当該保存建築物等若しくは保存対象敷地の所有

者、管理者若しくは占有者に対して、工事の停止を命じ、又は相当の猶予期限を付けて、

建築物の外観の変更、除却、移転、移築、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用

制限その他違反を是正するために必要な措置をとることを命じることができる。

２�　市長は、この条例の規定又は第７条第３項の条件に違反することが明らかな増築等の

工事中の保存建築物等については、緊急の必要があって奈良市行政手続条例（平成１１

年奈良市条例第１９号）第１３条第１項に規定する意見陳述のための手続をとることが

できない場合に限り、当該手続によらないで、当該保存建築物等の建築主又は当該工事

の請負人若しくは現場管理者に対し、当該工事の停止を命じることができる。この場合

において、これらの者が当該工事の現場にいないときは、当該工事に従事する者に対し、

当該工事に係る作業の停止を命じることができる。

　（権利義務の承継）

第�１３条　所有者の変更により新たに保存建築物の所有者となった者は、この条例の規定

により市長が行った助言、勧告又は命令その他の処分による旧所有者の権利及び義務を

承継する。

　　　第４章　雑則

　（建築物の設計及び工事監理）

第�１４条　第７条第１項の許可を受けた保存建築物の工事のうち、建築士法（昭和２５年

法律第２０２号）第３条第１項（同条第２項の規定により適用される場合を含む。第３

項において同じ。）、第３条の２第１項（同条第２項において準用する同法第３条第２

項の規定により適用される場合を含む。第３項において同じ。）又は第３条の３第１項

（同条第２項において準用する同法第３条第２項の規定により適用される場合を含む。

第３項において同じ。）に規定する建築物の工事は、それぞれ当該各条に規定する建築

士の設計によらなければ、これを行うことができない。

２�　第７条第１項の許可を受けた保存建築物の工事のうち、建築士法第２条第７項に規定
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する構造設計図書による同法第２０条の２第１項の建築物の工事は、構造設計一級建築

士（同法第１０条の２の２第４項に規定する構造設計一級建築士をいう。以下この項に

おいて同じ。）の構造設計（同法第２条第７項に規定する構造設計をいう。以下この項

において同じ。）又は当該保存建築物が構造関係規定（同法第２０条の２第２項に規定

する構造関係規定をいう。）に適合することを構造設計一級建築士が確認した構造設計

によらなければ、これを行うことができない。

３�　第７条第１項の許可を受けた保存建築物の建築主は、第１項に規定する工事をする場

合においては、それぞれ建築士法第３条第１項、第３条の２第１項又は第３条の３第１

項に規定する建築士である工事監理者を定めなければならない。

　（消防長の意見の聴取）

第�１５条　市長は、第４条第１項の規定による登録又は第５条第３項の変更登録をしよう

とする場合は、消防長に意見を聴くことができる。

　（立入調査等）

第�１６条　市長は、この条例の施行に必要な限度において、市長が指定する職員に、保存

対象敷地若しくは保存建築物等に立ち入り、その状況を調査させ、必要な検査をさせ、

又は関係者に質問させることができる。ただし、住居に立ち入るときは、あらかじめ、

その居住者の承諾を得なければならない。

２�　前項の規定により立入調査、立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書

を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

３�　第１項の規定による立入調査、立入検査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認めら

れたものと解してはならない。

　（委任）

第１７条　この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

　　　第５章　罰則

　（罰則）

第１８条　次の各号のいずれかに該当する者は、５万円以下の過料に処する。

　⑴�　第７条第１項の規定に違反して、同項の許可を受けないで、保存対象敷地内におい

て増築等をし、又は保存建築物に関しその形状を変更し、若しくはその保存に影響を

及ぼす行為をした者

　⑵　第７条第３項の条件に違反した者
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　⑶�　第１０条第２項の報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の

提出をした者

　⑷　第１１条第３項の規定による市長の命令に違反した者

　⑸　第１２条第１項又は第２項の規定による市長の命令に違反した者

　⑹�　第１６条第１項の規定による立入調査若しくは立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌

避し、又は質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をした者

　　　附　則

　（施行期日）

１　この条例は、令和２年４月１日から施行する。

　（経過措置）

２�　この条例の施行の際現に解体され、その建築材料の全部又は一部が保管されている建

築物で、当該建築材料の全部又は一部を用いてその原形を再現しようとするものについ

ては、解体されていないものとみなして、この条例の規定を適用する。

　

　（提案理由）

　歴史的建築物の保存及び活用のために、建築基準法の適用除外に関し必要な事項を定め

ようとするものである。
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奈良市議案第１００号

奈良市企業職員の給与の種類及び基準に
関する条例の一部改正について　　　　

　奈良市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を次のように改正しようとす

る。

　　令和元年９月１１日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

　　　�奈良市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例

　奈良市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和４１年奈良市条例第３０号）

の一部を次のように改正する。

　第２条第１項中「及び地方公務員法」を「、地方公務員法」に改め、「占める職員」の

次に「及び同法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員」を加える。

　第１７条の見出し中「臨時又は」を削り、同条中「臨時又は」を削り、「者」の次に

「及び同法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員」を加える。

　第１９条を第２１条とし、第１８条の次に次の見出し及び２条を加える。

　（会計年度任用職員の給与）

第�１９条　第２条第１項及び第３項の規定にかかわらず、地方公務員法第２２条の２第１

　�項第２号に掲げる会計年度任用職員（以下「フルタイム会計年度任用職員」という。）の

給与の種類は、給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日

直手当及び期末手当とする。

２�　フルタイム会計年度任用職員には、第３条第２項及び第３項、第３条の２から第５条

の３まで、第６条の２、第７条、第１０条の２、第１２条、第１３条、第１４条第２項

第４号、第１５条、第１６条の２並びに第１６条の３の規定は、適用しない。

３�　フルタイム会計年度任用職員に対する第１６条の規定の適用については、同条ただし

書中「期末手当及び勤勉手当」とあるのは、「期末手当」とする。

第�２０条　第２条第１項及び第３項の規定にかかわらず、地方公務員法第２２条の２第１
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項第１号に掲げる会計年度任用職員（以下「パートタイム会計年度任用職員」という。）

の給与の種類は、給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿

日直手当及び期末手当（１週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として管理者が定め

る者及び従事する業務の性質等を考慮して管理者が定める者については、期末手当を除

く。）とする。

２�　パートタイム会計年度任用職員には、第３条第２項及び第３項、第３条の２から第５

条の３まで、第６条の２、第７条、第１０条の２、第１２条、第１３条、第１４条第２

項第４号、第１５条、第１６条の２並びに第１６条の３の規定は、適用しない。

３�　パートタイム会計年度任用職員に対する第１６条の規定の適用については、同条ただ

し書中「期末手当及び勤勉手当」とあるのは、「期末手当」とする。

　　　附　則

　この条例は、令和２年４月１日から施行する。

　（提案理由）

　地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、企業局の会計年度任

用職員の給与等について所要の規定の整備を行おうとするものである。
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奈良市議案第１０１号

奈良市水道事業給水条例の一部改正について

　奈良市水道事業給水条例の一部を次のように改正しようとする。

　　令和元年９月１１日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

　　　�奈良市水道事業給水条例の一部を改正する条例

　奈良市水道事業給水条例（昭和３３年奈良市条例第１４号）の一部を次のように改正す

る。

　第３２条第１項第１号中「者」の次に「（次号に掲げる者を除く。）」を加え、同項中

第４号を第５号とし、第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１号の次に次の１号

を加える。

　⑵　法第２５条の３の２第１項の指定の更新を受ける者

　第３２条第２項中「同項第４号」を「同項第５号」に改める。

　別表第１中４の表を５の表とし、３の表を４の表とし、２の表を３の表とし、１の表の

次に次のように加える。

　２　指定給水装置工事事業者指定更新手数料

　　　附　則

　この条例は、公布の日から施行する。

　（提案理由）

　水道法の一部改正により、指定給水装置工事事業者の指定に更新制が導入されることに

伴い、指定更新手数料に係る規定を整備しようとするものである。

単　　　　　　　　位 金　　　額

１件につき １０，０００円
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奈良市議案第１０２号

平成３０年度奈良市水道事業会計
未処分利益剰余金の処分について

　平成３０年度奈良市水道事業会計未処分利益剰余金２，０９９，６９６，２３９円のう

ち、９００，０００，０００円を減債積立金に積み立て、また１，１００，０００，００

０円を資本金へ組み入れ、その残余を繰り越すものとする。

　　令和元年９月１１日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸
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奈良市議案第１０３号

財産の取得について

　消防施設整備事業として、次に掲げる物品を取得するものとする。

　　令和元年９月１１日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

１．物 品 の 表 示

２．契　約　金　額　　　　４７，０８８，０００円

３．契約の相手方　　　　奈良市大安寺町４９８番地１

　　　　　　　　　　　　　奈良日産自動車株式会社奈良店法人営業課

　　　　　　　　　　　　　　課長　池田　昌浩

名　称 種　　　　類 数　量

１ 救急自動車 災害対応特殊救急自動車 １　台

２ 救急自動車 高規格救急自動車 １　台
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奈良市議案第１０４号

工事請負契約の締結について

　浸水対策工事（東九条町地内・前川支流）について、次のとおり工事請負契約を締結す

るものとする。

　ただし、設計変更に伴い必要があるときは、請負金額の５パーセント以内において変更

することができる。

　　令和元年９月１１日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

１　契約の目的　　浸水対策工事（東九条町地内・前川支流）

２　契約の方法　　制限付一般競争入札

３　契 約 金 額　　２１２，７６０，０００円

４　契約の相手方　　奈良市古市町大塚１３２８番地

　　　　　　　　　　�浸水対策工事（東九条町地内・前川支流）中西・広成特定建設工事

共同企業体

　　　　　　　　　　　代表者　中西建設株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　中西　琢也

　　　　　　　　　　　　　　　株式会社　広成

　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　吉田　一成
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浸水対策工事（東九条町地内・前川支流）の概要

１．工事場所　　奈良市東九条町地内

２．工事規模　　工事延長　　　　Ｌ＝２９８．４０ｍ

　（１）管渠１２００㎜　推進工　一式

　（２）管渠６００㎜　推進工　　一式

　（３）立坑工　　　　　　　　　一式

　（４）地盤改良工　　　　　　　一式

　（５）管渠６００㎜　開削工　　一式

　（６）マンホール工　　　　　　一式

　（７）付帯工　　　　　　　　　一式

　（８）仮設工　　　　　　　　　一式

３．工　　期　　契約の日から令和２年３月３１日まで
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奈良市議案第１０５号

工事請負契約の締結について

　六条奈良阪線街路改良工事について、次のとおり工事請負契約を締結するものとする。

　ただし、設計変更に伴い必要があるときは、請負金額の５パーセント以内において変更

することができる。

　　令和元年９月１１日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

１　契約の目的　　六条奈良阪線街路改良工事

２　契約の方法　　一般競争入札

３　契 約 金 額　　１７７，０１２，０００円

４　契約の相手方　　奈良市東紀寺町二丁目８番８号

　　　　　　　　　　奈良県緑化土木協同組合

　　　　　　　　　　　代表理事　野島　岩雄
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六条奈良阪線街路改良工事の概要

１．工事場所　　奈良市南京終町地内他

２．工事規模　　街路改良工事　　　　Ｌ＝７９．６ｍ

　　　　　　　　　構造物撤去工　　　一式

　　　　

　　　　　　　　　仮設工　　　　　　一式

　　　　　　　　　付帯工　　　　　　一式

３．工　　期　　契約の日から令和２年３月３１日まで
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位 置 図

JR京終駅

八軒町東

工事施工箇所
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奈良市議案第１０６号

教育委員会の委員の選任について

　教育委員会の委員のうち、畑中康宣氏は、令和元年１０月５日付けをもって、その任期

が満了せられることに伴い、同氏を再び同委員会の委員に任命いたしたい。

　よって、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第４

条第２項の規定により議会の同意を求める。

　　令和元年９月１１日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

　　　　　住　所　　

　　　　　氏　名　　畑
はた

　中
なか

　　康
やす

　宣
のぶ
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履　　　　歴　　　　書

　　氏　　名　　　畑　中　　康　宣

　　生年月日　　　

　　現 住 所　　　

　　　　　　　　　　　　　学　　　　　　　歴

　　 　　

　　　　　　　　　　　　　職　　　　　　　歴
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奈良市議案第１０７号

公平委員会の委員の選任について

　公平委員会の委員のうち、山嵜健二氏は、令和元年１０月１０日付けをもって、その任

期が満了せられることに伴い、同氏を再び同委員会の委員として選任いたしたい。

　よって、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第９条の２第２項の規定により議

会の同意を求める。

　　令和元年９月１１日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

　　　　　住　所　　

　　　　　氏　名　　山
やま

　嵜
ざき

　　健
けん

　二
じ
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履　　　　歴　　　　書

　　氏　　名　　　山　嵜　　健　二

　　生年月日　　　

　　現 住 所　　　

　　　　　　　　　　　　　学　　　　　　　歴

　　 　　

　　　　　　　　　　　　　職　　　　　　　歴
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奈良市諮問第８号

人権擁護委員の候補者の推薦について

　人権擁護委員の候補者として次の者を推薦いたしたいので、人権擁護委員法第６条第３

項の規定により議会の意見を問う。

　　令和元年９月１１日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

　　　　　住　所　　

　　　　　氏　名　　臼
うす

　井
い

　　義
よし

　成
なり
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履　　　　歴　　　　書

　　氏　　名　　　臼　井　　義　成

　　生年月日　　　

　　現 住 所　　　

　　　　　　　　　　　　　学　　　　　　　歴

　　 　　

　　　　　　　　　　　　　職　　　　　　　歴
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奈良市諮問第９号

人権擁護委員の候補者の推薦について

　人権擁護委員の候補者として次の者を推薦いたしたいので、人権擁護委員法第６条第３

項の規定により議会の意見を問う。

　　令和元年９月１１日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

　　　　　住　所　　

　　　　　氏　名　　安
やす

　村
むら

　　美
よし

　江
え
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履　　　　歴　　　　書

　　氏　　名　　　安　村　　美　江

　　生年月日　　　

　　現 住 所　　　

　　　　　　　　　　　　　学　　　　　　　歴

　　 　　

　　　　　　　　　　　　　職　　　　　　　歴
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奈良市諮問第１０号

人権擁護委員の候補者の推薦について

　人権擁護委員の候補者として次の者を推薦いたしたいので、人権擁護委員法第６条第３

項の規定により議会の意見を問う。

　　令和元年９月１１日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

　　　　　住　所　　

　　　　　氏　名　　松
まつ

　田
だ

　　修
おさむ

　

　　　　　　　　　　

－ 188 － － 189 －



履　　　　歴　　　　書

　　氏　　名　　　松　田　　修

　　生年月日　　　

　　現 住 所　　　

　　　　　　　　　　　　　学　　　　　　　歴

　　 　　

　　　　　　　　　　　　　職　　　　　　　歴
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